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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示用画像データのダイナミックレンジを調整する処理で使用される輝度レンジ値を取
得する取得手段と、
　第１画像データ、前記第１画像データよりもダイナミックレンジが広い第２画像データ
、及び、前記第１画像データの階調値と前記第２画像データの階調値との対応関係を表す
輝度差分データのうちの２つ以上のデータと、前記取得手段で取得された輝度レンジ値と
を用いて、表示用画像データを生成する生成手段と、
を有し、
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が所定範囲内の値である場合
に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が小さいほどダイナミックレンジの最大階調
値が前記第１画像データのダイナミックレンジの最大階調値に近い表示用画像データを生
成する
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値が第１の値である場合に、前記第２画像デー
タと同じ表示用画像データを生成し、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第１の値よりも小さく且つ第２の値以
上である場合に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が小さいほどダイナミックレン
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ジが狭く、且つ、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が小さいほどダイナミックレン
ジの最大階調値が前記第１画像データのダイナミックレンジの最大階調値に近い表示用画
像データを生成する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第２の値である場合に
、前記第１画像データと同じ表示用画像データを生成する
ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第１の値よりも大きい
場合に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が大きいほどダイナミックレンジの最大
階調値が大きい表示用画像データを生成する
ことを特徴とする請求項２または３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第２の値よりも小さい
場合に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が小さいほどダイナミックレンジの最大
階調値が小さい表示用画像データを生成する
ことを特徴とする請求項２～４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第１の値以下且つ前記
第２の値以上である場合に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値に応じた重みで前記
第１画像データの階調値と前記第２画像データの階調値を合成することにより、前記表示
用画像データを生成する
ことを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第１の値以下且つ前記
第２の値以上である場合に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が大きいほど前記第
２画像データに近い表示用画像データが生成され、且つ、前記取得手段で取得された輝度
レンジ値が小さいほど前記第１画像データに近い表示用画像データが生成される重みを使
用する
ことを特徴とする請求項６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記生成手段は、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値に応じた重みで前記第１画像データの階調値
と前記第２画像データの階調値を合成することにより、合成画像データを生成し、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値に応じた補正値を用いて前記合成画像データ
の階調値を補正することにより、前記表示用画像データを生成する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第１の値以下且つ前記
第２の値以上である場合に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値と前記第２画像デー
タの階調値との組み合わせに応じた重みで前記第１画像データの階調値と前記第２画像デ
ータの階調値とを合成する処理を画素毎に行うことにより、前記表示用画像データを生成
する
ことを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記生成手段は、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第１の値である場合に、前記第２画像
データと同じ表示用画像データが生成される重みを使用し、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第１の値よりも小さく且つ前記第２の
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値以上である場合に、前記第２画像データの画素の階調値が小さいほど当該画素の階調値
が前記第２画像データの当該画素の階調値に近い表示用画像データが生成され、前記取得
手段で取得された輝度レンジ値が大きいほど前記第２画像データに近い表示用画像データ
が生成され、且つ、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が小さいほどダイナミックレ
ンジの最大階調値が前記第１画像データのダイナミックレンジの最大階調値に近い表示用
画像データが生成される重みを使用する
ことを特徴とする請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記生成手段は、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値と前記第２画像データの階調値との組み合わ
せに応じた重みで前記第１画像データの階調値と前記第２画像データの階調値とを合成す
る処理を画素毎に行うことにより、合成画像データを生成し、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値に応じた補正値を用いて前記合成画像データ
の階調値を補正することにより、前記表示用画像データを生成する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が大きいときに前記取得手段
で取得された輝度レンジ値が小さいときに比べて大きく、且つ、前記第２画像データの階
調値が小さいときに前記第２画像データの階調値が大きいときに比べて大きい重みを、前
記第２画像データの階調値の重みとして使用して、前記合成画像データを生成する
ことを特徴とする請求項１１に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記生成手段は、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値に基づいて前記輝度差分データが表す前記第
２画像データの階調値を補正することにより、前記第１画像データの階調値と前記表示用
画像データの階調値との対応関係を表す補正輝度差分データを生成し、
　　前記補正輝度差分データを用いて前記第１画像データの階調値を前記表示用画像デー
タの階調値に変換することにより、前記表示用画像データを生成する
ことを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記生成手段は、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第１の値である場合に、前記輝度差分
データと同じ補正輝度差分データを生成し、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第１の値よりも小さく且つ前記第２の
値以上である場合に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が小さいほど前記第１画像
データの取り得る階調値の最大値に対応する前記表示用画像データの階調値が前記最大値
に近い補正輝度差分データを生成する
ことを特徴とする請求項１３に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　前記生成手段は、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値に基づいて前記輝度差分データが表す前記第
１画像データの階調値を補正することにより、前記第２画像データの階調値と前記表示用
画像データの階調値との対応関係を表す補正輝度差分データを生成し、
　　前記補正輝度差分データを用いて前記第２画像データの階調値を前記表示用画像デー
タの階調値に変換することにより、前記表示用画像データを生成する
ことを特徴とする請求項２～５のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１６】
　前記生成手段は、
　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第２の値である場合に、前記輝度差分
データと同じ補正輝度差分データを生成し、
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　　前記取得手段で取得された輝度レンジ値が前記第２の値よりも大きく且つ前記第１の
値以下である場合に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が大きいほど前記第２画像
データの取り得る階調値の最大値に対応する前記表示用画像データの階調値が前記最大値
に近く、且つ、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が大きいほど前記第２画像データ
の取り得る階調値の最小値に対応する前記表示用画像データの階調値が前記最小値に近い
補正輝度差分データを生成する
ことを特徴とする請求項１５に記載の画像処理装置。
【請求項１７】
　前記取得手段は、前記第２画像データが明るいほど小さい輝度レンジ値を取得する
ことを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１８】
　前記第１画像データまたは前記第２画像データのシーンの切り替わりを検出する検出手
段をさらに有し、
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値に基づく表示用画像データか
ら前記第２画像データと同じ表示用画像データへ表示用画像データが徐々に変化するよう
に、シーンの切り替わり後の各フレームの表示用画像データを生成する
ことを特徴とする請求項１７に記載の画像処理装置。
【請求項１９】
　前記取得手段は、ユーザ操作に応じた輝度レンジ値を取得する
ことを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項２０】
　表示用画像データのダイナミックレンジを調整する処理で使用される輝度レンジ値を取
得する取得ステップと、
　第１画像データ、前記第１画像データよりもダイナミックレンジが広い第２画像データ
、及び、前記第１画像データの階調値と前記第２画像データの階調値との対応関係を表す
輝度差分データのうちの２つ以上のデータと、前記取得ステップで取得された輝度レンジ
値とを用いて、表示用画像データを生成する生成ステップと、
を有し、
　前記生成ステップでは、前記取得ステップで取得された輝度レンジ値が所定範囲内の値
である場合に、前記取得ステップで取得された輝度レンジ値が小さいほどダイナミックレ
ンジの最大階調値が前記第１画像データのダイナミックレンジの最大階調値に近い表示用
画像データを生成する
ことを特徴とする画像処理方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の画像処理方法の各ステップをコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理方法、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多ビットの画像データを用いて、従来の表示画像（画面に表示された画像）より
もダイナミックレンジが広い表示画像を得るＨＤＲ（ハイダイナミックレンジ）表示が行
われるようになってきている。
【０００３】
　ダイナミックレンジが広いＨＤＲ画像データ（多ビットの画像データ）の記録方法の１
つとして、ＨＤＲ画像データをベース画像データと輝度差分データに分割し、ベース画像
データと輝度差分データを記録する方法が提案されている（特許文献１）。即ち、ＨＤＲ
画像データのデータフォーマットの１つとして、ベース画像データと輝度差分データを用
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いたフォーマットが提案されている。
【０００４】
　ベース画像データは、ＨＤＲ画像データを階調圧縮（ダウンサンプリング）した少ビッ
トの画像データである。ベース画像データは、例えば、８ｂｉｔ階調程度の画像データで
ある。画像データの製作者は、ＨＤＲ画像データの広いダイナミックレンジ（輝度レンジ
）のうち、画像データにおいて重要な階調範囲がベース画像データのダイナミックレンジ
に含まれるように、ベース画像データのダイナミックレンジを決定する。
　輝度差分データは、ベース画像データの階調値（輝度値）とＨＤＲ画像データの階調値
との対応関係を表すデータである。
　輝度差分データを用いてベース画像データの階調値をＨＤＲ画像データの階調値に変換
することにより、ＨＤＲ画像データを得ることができる。
【０００５】
　また、画像データの内容、ユーザの好み、等に応じて、画像データのダイナミックレン
ジを調整する種々の技術が提案されている。
　例えば、入力画像データの平均輝度レベルに基づいて、平均輝度レベルが大きいときに
入力画像データの輝度レベルを下げ、平均輝度レベルが小さいときに入力画像データの輝
度レベルを上げる画像表示装置が提案されている（特許文献２）。
【０００６】
　しかしながら、特許文献２に記載の技術を用いてＨＤＲ画像データの輝度レベルを変更
すると、ＨＤＲ画像データの高階調値が上限値に制限されることによって、表示画像に白
とびが生じてしまうことがある。また、ＨＤＲ画像データの低階調値が下限値に制限され
ることによって、表示画像に黒つぶれが生じてしまうことがある。そして、低コントラス
トの表示画像が得られてしまうことがある。
　このように、特許文献２に記載の技術を用いた場合には、ユーザにとって好ましい表示
画像が得られないことがある。
　ユーザ操作に応じた任意の調整値（輝度レンジ値）を用いて入力画像データのダイナミ
ックレンジを調整する場合にも、上記課題は生じる。
【０００７】
　また、ダイナミックレンジがベース画像データのダイナミックレンジに近い画像データ
をユーザが得たい場合がある。しかしながら、従来技術（特許文献２に開示の技術を含む
）では、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジを調整する際に、画像データとして、Ｈ
ＤＲ画像データしか使用されない。そのため、従来技術では、ＨＤＲ画像データのダイナ
ミックレンジを調整することにより、ダイナミックレンジがベース画像データのダイナミ
ックレンジから大きくかけ離れた画像データが得られてしまう。例えば、ＨＤＲ画像デー
タにおいて重要な階調範囲が高階調側の階調範囲（高階調範囲）であり、且つ、ベース画
像データのダイナミックレンジが高階調範囲を含む階調範囲であったとする。この場合、
従来技術では、高階調範囲を把握することができず、高階調範囲を含まない階調範囲にＨ
ＤＲ画像データのダイナミックレンジが調整されてしまう。
　このよう、従来技術では、ダイナミックレンジがベース画像データのダイナミックレン
ジに近い画像データをユーザが得たくても、ダイナミックレンジがベース画像データのダ
イナミックレンジから大きくかけ離れた画像データが得られてしまう。
【０００８】
　以上述べたように、従来技術では、入力画像データのダイナミックレンジを好適に調整
することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１１－１９３５１１号公報
【特許文献２】特開２００３－２９５８３７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、画像データのダイナミックレンジを好適に調整することができる技術を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の態様は、
　表示用画像データのダイナミックレンジを調整する処理で使用される輝度レンジ値を取
得する取得手段と、
　第１画像データ、前記第１画像データよりもダイナミックレンジが広い第２画像データ
、及び、前記第１画像データの階調値と前記第２画像データの階調値との対応関係を表す
輝度差分データのうちの２つ以上のデータと、前記取得手段で取得された輝度レンジ値と
を用いて、表示用画像データを生成する生成手段と、
を有し、
　前記生成手段は、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が所定範囲内の値である場合
に、前記取得手段で取得された輝度レンジ値が小さいほどダイナミックレンジの最大階調
値が前記第１画像データのダイナミックレンジの最大階調値に近い表示用画像データを生
成する
ことを特徴とする画像処理装置である。 
【００１２】
　本発明の第２の態様は、
　表示用画像データのダイナミックレンジを調整する処理で使用される輝度レンジ値を取
得する取得ステップと、
　第１画像データ、前記第１画像データよりもダイナミックレンジが広い第２画像データ
、及び、前記第１画像データの階調値と前記第２画像データの階調値との対応関係を表す
輝度差分データのうちの２つ以上のデータと、前記取得ステップで取得された輝度レンジ
値とを用いて、表示用画像データを生成する生成ステップと、
を有し、
　前記生成ステップでは、前記取得ステップで取得された輝度レンジ値が所定範囲内の値
である場合に、前記取得ステップで取得された輝度レンジ値が小さいほどダイナミックレ
ンジの最大階調値が前記第１画像データのダイナミックレンジの最大階調値に近い表示用
画像データを生成する
ことを特徴とする画像処理方法である。 
【００１３】
　本発明の第３の態様は、上述した画像処理方法の各ステップをコンピュータに実行させ
るためのプログラムである。　
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、画像データのダイナミックレンジを好適に調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す図
【図２】実施例１に係る調整値処理部の機能構成の一例を示す図
【図３】実施例１に係るブレンド特性情報の一例を示す図
【図４】実施例１に係るゲイン特性情報の一例を示す図
【図５】実施例１に係る画像データとダイナミックレンジの一例を示す図
【図６】実施例２に係る調整値処理部の機能構成の一例を示す図
【図７】実施例２に係る第２ブレンド特性情報の一例を示す図
【図８】実施例２に係る輝度レンジ値とブレンド率との対応関係の一例を示す図
【図９】実施例２に係る画像データとダイナミックレンジの一例を示す図
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【図１０】実施例３に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す図
【図１１】実施例３に係るルックアップテーブルの一例を示す図
【図１２】実施例３に係る輝度差分データ変換部の処理の流れの一例を示す図
【図１３】実施例３に係る画像データとダイナミックレンジの一例を示す図
【図１４】実施例４に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す図
【図１５】実施例４に係るルックアップテーブルの一例を示す図
【図１６】実施例４に係る第２輝度差分データ変換部の処理の流れの一例を示す図
【図１７】実施例５に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す図
【図１８】実施例５に係るオーバーホワイト検出部の処理の流れの一例を示す図
【図１９】実施例５に係るブレンド率決定部の処理の流れの一例を示す図
【図２０】実施例５に係る画像データとダイナミックレンジの一例を示す図
【図２１】実施例６に係る画像処理装置の機能構成の一例を示す図
【図２２】実施例６に係るベース画像生成部の機能構成の一例を示す図
【図２３】実施例１の効果を説明するための図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　＜実施例１＞
　以下、本発明の実施例１に係る画像処理装置及び画像処理方法について説明する。
　なお、以下では、画像処理装置が画像表示装置である場合の例を説明するが、これに限
らない。画像処理装置は、画像表示装置と別体の装置であってもよい。
　なお、以下では、画像データの画素値がＹＣｂＣｒ値（Ｙ値、Ｃｂ値、及び、Ｃｒ値の
組み合わせ）であり、Ｙ値（輝度値）を調整する例を説明するが、これに限らない。例え
ば、画像データの画素値は、ＲＧＢ値（Ｒ値、Ｇ値、及び、Ｂ値の組み合わせ）であって
もよい。そして、Ｒ値、Ｇ値、及び、Ｂ値のそれぞれが調整されてもよい。
【００１７】
　図１は、本実施例に係る画像処理装置（画像表示装置）１００の機能構成の一例を示す
ブロック図である。
　図１に示すように、画像処理装置１００は、デコード処理部１０２、調整値処理部１０
３、ブレンド部１０４、ゲイン調整部１０５、表示部１０６、等を有する。
　なお、画像処理装置１００が画像表示装置と別体の装置である場合には、表示部１０６
は画像表示装置に設けられる。
【００１８】
　画像処理装置１００には、ＨＤＲファイル１０１と輝度レンジ値ＹＲが入力される。
　ＨＤＲファイル１０１は、第１画像データと輝度差分データを含むデータファイルであ
る。
【００１９】
　第１画像データは、第２画像データの階調圧縮（ダウンサンプリング）した画像データ
である。第１画像データは、例えば、８ｂｉｔ階調の画像データである。本実施例では、
第１画像データを“ベース画像データ”と記載し、第２画像データを“ＨＤＲ画像データ
”と記載する。
【００２０】
　輝度差分データは、ベース画像データの階調値とＨＤＲ画像データの階調値との対応関
係を表す輝度差分データである。輝度差分データは、例えば、輝度比率データ、輝度変換
テーブルデータ、等である。輝度比率データは、画素単位（又は所定数の画素からなる領
域単位）で、ベース画像データの階調値とＨＤＲ画像データの階調値との比率である輝度
比率を表すデータである。具体的には、輝度比率データは、画素単位（又は所定数の画素
からなる領域単位）で、ベース画像データの階調値に対するＨＤＲ画像データの階調値の
比率またはその逆数を表すデータである。輝度変換テーブルデータは、ベース画像データ
のダイナミックレンジを拡大するレンジ拡大処理における入力階調値と出力階調値との対
応関係を表すルックアップテーブルデータである。レンジ拡大処理は、ベース画像データ
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で表現しきれていない輝度を再現する処理と言うこともできる。本実施例では、輝度差分
データとして輝度変換テーブルデータが使用される。
【００２１】
　ベース画像データは、例えば、トーンマップを用いてレンジ縮小処理（ＨＤＲ画像デー
タのダイナミックレンジを縮小する画像処理）を行うことによって生成された画像データ
である。トーンマップは、レンジ縮小処理における入力階調値と出力階調値との対応関係
を表すルックアップテーブルデータである。そして、上述した輝度変換テーブルデータは
、トーンマップの入力階調値と出力階調値を入れ替えたルックアップテーブルデータであ
る。そのため、輝度変換テーブルデータは“逆トーンマップ”と呼ぶことができる。
【００２２】
　輝度レンジ値ＹＲは、表示用画像データのダイナミックレンジを調整する処理で使用さ
れる調整値である。本実施例では、ユーザ操作に応じた輝度レンジ値ＹＲが取得される。
表示用画像データは、表示部１０６（画像表示装置）に入力される画像データである。
【００２３】
　なお、輝度差分データは、画素単位（又は所定数の画素からなる領域単位）で、ベース
画像データの階調値とＨＤＲ画像データの階調値の一方から他方を減算した差分値である
輝度差分値を表すデータであってもよい。
　なお、本実施例では、画像処理装置１００の外部からＨＤＲファイル１０１が取得され
る例を説明するが、これに限らない。例えば、画像処理装置１００は、ＨＤＲファイル１
０１を含む複数のデータを記憶する記憶部を有していてもよい。そして、記憶部からＨＤ
Ｒファイル１０１が取得されてもよい。例えば、ユーザ操作に応じて、記憶部が記憶して
いる複数のデータの中からＨＤＲファイル１０１が選択され、選択されたＨＤＲファイル
１０１が記憶部から取得されてもよい。
【００２４】
　デコード処理部１０２は、ＨＤＲファイル１０１に含まれるベース画像データに、ＨＤ
Ｒファイル１０１に含まれる逆トーンマップを用いたレンジ拡大処理を施す。それにより
、ＨＤＲ画像データ（ベース画像データの元画像データ）が生成される。そして、デコー
ド処理部１０２は、生成したＨＤＲ画像データを出力する。
　レンジ拡大処理後の画像データの階調値が表示部１０６で表示可能な階調値の上限値よ
りも大きい場合には、デコード処理部１０２は、上限値よりも大きい階調値を上限値に制
限するリミット処理を行う。表示部１０６で表示可能な階調値は、表示部１０６に入力可
能な階調値と言うこともできる。そして、レンジ拡大処理後の画像データの階調値が表示
部１０６で表示可能な階調値の下限値よりも小さい場合には、デコード処理部１０２は、
下限値よりも小さい階調値を下限値に制限するリミット処理を行う。レンジ拡大処理後の
画像データの階調値が上限値よりも大きい場合、及び、レンジ拡大処理後の画像データの
階調値が下限値よりも小さい場合には、ベース画像データにレンジ拡大処理とリミット処
理を施すことにより、ＨＤＲ画像データが生成される。
【００２５】
　調整値処理部１０３、ブレンド部１０４、及び、ゲイン調整部１０５により、表示用画
像データが生成される。本実施例では、取得（入力）された輝度レンジ値ＹＲに基づいて
、輝度レンジ値ＹＲが連続的に変化した際に表示用画像データのダイナミックレンジが連
続的に変化するように、表示用画像データが生成される。
【００２６】
　調整値処理部１０３は、輝度レンジ値ＹＲを取得し、取得した輝度レンジ値ＹＲに応じ
てブレンド率Ｂｌｅｎｄとゲイン値Ｇａｉｎを決定する。そして、調整値処理部１０３は
、決定したブレンド率Ｂｌｅｎｄとゲイン値Ｇａｉｎを出力する。
　ブレンド率Ｂｌｅｎｄは、ベース画像データの階調値とＨＤＲ画像データの階調値を合
成する際のＨＤＲ画像データの階調値の重みを表す。ベース画像データの階調値の重みは
、ブレンド率Ｂｌｅｎｄから算出することができる。
　ゲイン値Ｇａｉｎは、画像データの階調値に乗算する補正値（係数）である。
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【００２７】
　なお、調整値処理部１０３では、ＨＤＲ画像データの階調値の重みではなく、ベース画
像データの階調値の重みが決定されてもよい。ＨＤＲ画像データの階調値の重みと、ベー
ス画像データの階調値の重みと、の両方が決定されてもよい。
　また、補正値として、画像データの階調値に乗算する係数ではなく、画像データの階調
値に加算する加算値が決定されてもよい。
【００２８】
　ブレンド部１０４は、調整値処理部１０３から出力したブレンド率Ｂｌｅｎｄに応じて
、ＨＤＲ画像データの階調値と、ベース画像データの階調値と、を合成することにより、
合成画像データを生成する（ブレンド処理）。そして、ブレンド部１０４は、合成画像デ
ータを出力する。
【００２９】
　ゲイン調整部１０５は、ブレンド部１０４から出力された合成画像データの階調値を、
調整値処理部１０３から出力された補正値（ゲイン値Ｇａｉｎ）を用いて補正することに
より、表示用画像データを生成する（ゲイン調整処理）。具体的には、ゲイン調整部１０
５は、合成画像データの各階調値にゲイン値Ｇａｉｎを乗算することにより、表示用画像
データを生成する。そして、ゲイン調整部１０５は、表示用画像データを出力する。
【００３０】
　なお、表示用画像データを生成する際に行われる画像処理は、ブレンド処理とゲイン調
整処理に限らない。例えば、表示用画像データを生成する際に、エッジ強調処理、ぼかし
処理、補間画素生成処理、ＩＰ（インタレース－プログレッシブ）変換処理、フレームレ
ート変換処理、等の他の画像処理がさらに実行されてもよい。
【００３１】
　表示部１０６は、ゲイン調整部１０５から出力された表示用画像データに基づく画像を
画面に表示する。表示部１０６としては、液晶表示パネル、有機ＥＬ表示パネル、プラズ
マ表示パネル、等を使用することができる。
【００３２】
　本実施例では、ベース画像データの階調値を“ＢＩ”、ＨＤＲ画像データの階調値を“
ＨＩ”、表示用画像データの階調値を“ＰＩ”と記載する。
　本実施例では、表示部１０６が以下の表示能力を有する場合の例を説明する。
　　・表示画像（画面に表示された画像）の輝度の下限値が０．０１（ｃｄ／ｍ２）であ
る。
　　・表示画像の輝度の上限値が１０００（ｃｄ／ｍ２）である。
　　・表示画像のコントラスト比の最大値が１０００００：１である。
　なお、表示部１０６の表示能力は、上述した表示能力より高くても低くてもよい。
【００３３】
　本実施例では、ベース画像データの取り得る階調値の最大画を“ＢＩ＿Ｈ”または“１
００％白”と記載する。以下では、階調値ＢＩ＿Ｈが１．０であり、１００％白の表示輝
度（画面上の輝度）が１００（ｃｄ／ｍ２）である場合の例を説明する。本実施例では、
１００％白の表示輝度を“標準輝度”と記載する。
　また、本実施例では、ベース画像データの取り得る階調値の最小値を“ＢＩ＿Ｌ”また
は“０．１％黒”と記載する。以下では、階調値ＢＩ＿Ｌが０．００１であり、０．１％
黒の表示輝度が０．１（ｃｄ／ｍ２）である場合の例を説明する。 
【００３４】
　なお、階調値ＢＩ＿Ｈは１．０より大きくても小さくてもよいし、１００％白の表示輝
度は１００（ｃｄ／ｍ２）より高くても低くてもよい。
　また、階調値ＢＩ＿Ｌは０．００１より大きくても小さくてもよいし、０．１％黒の表
示輝度は０．１（ｃｄ／ｍ２）より高くても低くてもよい。
【００３５】
　表示輝度の上限値に対応する表示用画像データの階調値ＰＩ＿Ｈは、以下の式１－１を



(10) JP 6443857 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

用いて算出することができる。表示輝度の下限値に対応する表示用画像データの階調値Ｐ
Ｉ＿Ｌは、以下の式１－２を用いて算出することができる。上述したように、本実施例で
は、階調値ＢＩ＿Ｈが１．０、標準輝度が１００、表示輝度の上限値が１０００、表示輝
度の下限値が０．０１である。そのため、本実施例では、階調値ＰＩ＿Ｈは１０であり、
階調値ＰＩ＿Ｌは０．０００１である。
　　ＰＩ＿Ｈ＝ＢＩ＿Ｈ×表示輝度の上限値／標準輝度　・・・（式１－１）
　　ＰＩ＿Ｌ＝ＢＩ＿Ｈ×表示輝度の下限値／標準輝度　・・・（式１－２）
　デコード処理部１０２では、各階調値が０．０００１≦ＨＩ≦１０の値であるＨＤＲ画
像データが生成される。
【００３６】
　本実施例では、階調値ＰＩ＝１．０よりも大きい階調値を有する画素は、１００％白の
画素の表示輝度（標準輝度）よりも高い表示輝度で表示される。本実施例では、表示画像
の領域のうち、階調値ＰＩが１．０よりも大きい領域を“オーバーホワイト領域”と記載
する。
　また、本実施例では、階調値ＰＩ＝０．００１よりも小さい階調値を有する画素は、０
．１％黒の画素の表示輝度よりも低い表示輝度で表示される。本実施例では、表示画像の
領域のうち、階調値ＰＩが０．００１よりも小さい領域を“アンダーブラック領域”と記
載する。
【００３７】
　本実施例では、表示画像（表示用画像データ）のダイナミックレンジを調整する処理を
“輝度レンジ調整”と呼ぶ。本実施例では、ユーザ操作に応じて表示画像のダイナミック
レンジが調整される。また、上述したように、輝度レンジ調整では、輝度レンジ値ＹＲが
使用される。本実施例では、輝度レンジ値として０以上且つ１００以下の値が使用される
。また、本実施例では、輝度レンジ値の初期値として、７５が使用される。
　なお、輝度レンジ値の上限値、下限値、及び、初期値は上述した値（０、１００、及び
、７５）より小さくても大きくてもよい。
【００３８】
　調整値処理部１０３は、少なくとも以下の条件１，２が満たされるように、ブレンド率
Ｂｌｅｎｄとゲイン値Ｇａｉｎを決定する。
　条件１：輝度レンジ値ＹＲが第１の値である場合に、ＨＤＲ画像データと同じ表示用画
像データが生成される。
　条件２：輝度レンジ値ＹＲが第１の値よりも小さく且つ第２の値以上である場合に、輝
度レンジ値ＹＲが小さいほどダイナミックレンジが狭く、且つ、輝度レンジ値ＹＲが小さ
いほどダイナミックレンジの最大階調値がベース画像データのダイナミックレンジの最大
階調値に近い表示用画像データが生成される。
　本実施例では、第１の値が７５（初期値）であり、第２の値が２５である場合の例を説
明する。
　本実施例では、０≦ＹＲ＜２５を“区間１”、２５≦ＹＲ≦７５を“区間２”、７５＜
ＹＲ≦１００を“区間３”と記載する。
【００３９】
　なお、第１の値は７５より大きくても小さくてもよい。また、第２の値は２５より大き
くても小さくてもよい。初期値は、第１の値より大きくても小さくてもよい。第１の値は
輝度レンジ値ＹＲの上限値であってもよいし、第２の値は輝度レンジ値ＹＲの下限値であ
ってもよい。
【００４０】
　調整値処理部１０３、ブレンド部１０４、及び、ゲイン調整部１０５の処理について、
より詳細に説明する。
　図２は、調整値処理部１０３の機能構成の一例を示すブロック図である。
　図２に示すように、調整値処理部１０３は、ブレンド率決定部１０３１、ゲイン値決定
部１０３２、等を有する。
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【００４１】
　本実施例では、不図示の記憶部に、輝度レンジ値とブレンド率との対応関係を表すルッ
クアップテーブルであるブレント特性情報が予め記録されている。
　ブレンド率決定部１０３１は、ブレンド率特性情報から、輝度レンジ値ＹＲに対応する
ブレンド率Ｂｌｅｎｄを読み出し、読み出したブレンド率Ｂｌｅｎｄを出力する。
　なお、ブレンド特性情報は、ルックアップテーブルに限らない。例えば、ブレンド特性
情報は、輝度レンジ値とブレンド率との対応関係を表す関数であってもよい。そして、ブ
レンド特性情報を用いて、輝度レンジ値ＹＲからブレンド率Ｂｌｅｎｄが算出されてもよ
い。
【００４２】
　また、本実施例では、不図示の記憶部に、輝度レンジ値とゲイン値との対応関係を表す
ルックアップテーブルであるゲイン特性情報が予め記録されている。
　ゲイン値決定部１０３２は、ゲイン特性情報から、輝度レンジ値ＹＲに対応するゲイン
値Ｇａｉｎを読み出し、読み出したゲイン値Ｇａｉｎを出力する。
　なお、ゲイン特性情報は、ルックアップテーブルに限らない。例えば、ゲイン特性情報
は、輝度レンジ値とゲイン値との対応関係を表す関数であってもよい。そして、ゲイン特
性情報を用いて、輝度レンジ値ＹＲからゲイン値Ｇａｉｎが算出されてもよい。
【００４３】
　ブレンド部１０４は、ブレンド率決定部１０３１から出力されたブレンド率Ｂｌｅｎｄ
に応じて、ＨＤＲ画像データの階調値と、ベース画像データの階調値と、を合成すること
により、合成画像データを生成する。具体的には、以下の式２を用いて合成画像データの
階調値ＭＩを算出する処理を画素毎に行うことにより、合成画像データが生成される。
　　ＭＩ＝（Ｂｌｅｎｄ／１００）×ＨＩ＋（１－Ｂｌｅｎｄ／１００）×ＢＩ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式２）
【００４４】
　ゲイン調整部１０５は、ブレンド部１０４から出力された合成画像データの階調値を、
ゲイン値決定部１０３２から出力されたゲイン値Ｇａｉｎを用いて補正することにより、
表示用画像データを生成する。具体的には、以下の式３を用いて表示用画像データの階調
値ＰＩを算出する処理を画素毎に行うことにより、表示用画像データが生成される。なお
、上述したように、式３から得られた階調値ＰＩが表示部１０６で表示可能な階調値の範
囲外の値である場合には、リミット処理が行われる。
　　ＰＩ＝Ｇａｉｎ×ＭＩ　・・・（式３）
【００４５】
　図３は、ブレンド特性情報（輝度レンジ値とブレンド率との対応関係）の一例を示す図
である。
　図４は、ゲイン特性情報（輝度レンジ値とゲイン値との対応関係）の一例を示す図であ
る。
　本実施例では、図３，４に示すブレンド特性情報とゲイン特性情報が使用される場合の
例を説明する。
【００４６】
　図３のブレンド特性情報では、区間１のブレンド率として０（一定値）が設定されてい
る。そして、図４のゲイン特性情報では、区間１のゲイン値として、輝度レンジ値の増加
に伴って０．１から１．０に線形に増加するゲイン値が設定されている。
【００４７】
　そのため、輝度レンジ値ＹＲが区間１の値（第２の値（２５）よりも小さい値）である
場合には、輝度レンジ値ＹＲが小さいほどダイナミックレンジの最大階調値が小さい表示
用画像データが生成される。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが区間１の値である場合には
、ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝０が使用される。それにより、ベース画像データと同じ合成画
像データが生成される。そして、輝度レンジ値ＹＲが区間１の値である場合には、輝度レ
ンジ値ＹＲの増加に伴って増加し、且つ、１．０よりも小さいゲイン値Ｇａｉｎが使用さ
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れる。それにより、輝度レンジ値ＹＲが小さいほど小さい階調値を有する表示用画像デー
タが生成される。換言すれば、輝度レンジ値ＹＲが小さいほど暗い表示用画像データが生
成される。また、本実施例では、輝度レンジ値ＹＲが下限値である場合に、ゲイン値Ｇａ
ｉｎ＝０．１が使用される。それにより、ベース画像データの階調値の０．１倍の階調値
を有する表示用画像データが生成される。
　なお、ゲイン値の下限値は、０．１より大きくても小さくてもよい。
【００４８】
　また、図３のブレンド特性情報では、区間２のブレンド率として、輝度レンジ値の増加
に伴って０から１００に線形に増加するブレンド率が設定されている。そして、図４のゲ
イン特性情報では、区間２のゲイン値として１．０（一定値）が設定されている。
【００４９】
　そのため、輝度レンジ値ＹＲが区間２の値（第２の値以上且つ第１の値以下の値）であ
る場合には、ゲイン値Ｇａｉｎ＝１．０が使用される。ゲイン値Ｇａｉｎ＝１．０を使用
した場合、合成画像データと同じ表示用画像データが生成される。そのため、輝度レンジ
値ＹＲが区間２の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲに応じた重みでベース画像データ
の階調値とＨＤＲ画像データの階調値を合成することにより、表示用画像データが生成さ
れる。
【００５０】
　そして、輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの増加に伴
って０から１００に増加するブレンド率Ｂｌｅｎｄが使用される。それにより、輝度レン
ジ値ＹＲが大きいほどＨＤＲ画像データに近い表示用画像データ（＝合成画像データ）が
生成される。また、輝度レンジ値ＹＲが小さいほどベース画像データに近い表示用画像デ
ータが生成される。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが第１の値（７５）である場合には、
ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝１００が使用される。それにより、ＨＤＲ画像データと同じ表示
用画像データが生成され、条件１が満たされる。輝度レンジ値ＹＲが第２の値（２５）で
ある場合には、ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝０が使用される。それにより、ベース画像データ
と同じ表示用画像データが生成される。そして、輝度レンジ値ＹＲが第２の値より大きく
且つ第１の値よりも小さい場合には、輝度レンジ値ＹＲの増加に伴って連続的に増加する
ブレンド率Ｂｌｅｎｄが使用される。そのため、表示用画像データの階調値は、輝度レン
ジ値ＹＲの増加に伴ってベース画像データの階調値からＨＤＲ画像データの階調値に連続
的に変化する。換言すれば、表示用画像データのダイナミックレンジは、輝度レンジ値Ｙ
Ｒの増加に伴ってベース画像データのダイナミックレンジからＨＤＲ画像データのダイナ
ミックレンジに連続的に変化する。その結果、条件２が満たされる。
【００５１】
　また、図３のブレンド特性情報では、区間３のブレンド率として１００（一定値）が設
定されている。そして、図４のゲイン特性情報では、区間３のゲイン値として、輝度レン
ジ値の増加に伴って１．０から１０に線形に増加するゲイン値が設定されている。
【００５２】
　そのため、輝度レンジ値ＹＲが区間３の値（第１の値（７５）よりも大きい値）である
場合には、輝度レンジ値ＹＲが大きいほどダイナミックレンジの最大階調値が大きい表示
用画像データが生成される。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には
、ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝１００が使用される。それにより、ＨＤＲ画像データと同じ合
成画像データが生成される。そして、輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、輝
度レンジ値ＹＲの増加に伴って増加し、且つ、１．０よりも大きいゲイン値Ｇａｉｎが使
用される。それにより、輝度レンジ値ＹＲが大きいほど大きい階調値を有する表示用画像
データが生成される。換言すれば、輝度レンジ値ＹＲが大きいほど明るい表示用画像デー
タが生成される。また、本実施例では、輝度レンジ値ＹＲが上限値である場合に、ゲイン
値Ｇａｉｎ＝１０が使用される。それにより、ＨＤＲ画像データの階調値の１０倍の階調
値を有する表示用画像データが生成される。
　なお、ゲイン値の上限値は、１０より大きくても小さくてもよい。
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【００５３】
　図３のブレンド特性情報では、輝度レンジ値の連続的な変化に伴って連続的に変化する
ブレンド率が設定されている。そして、図４のゲイン特性情報では、輝度レンジ値の連続
的な変化に伴って連続的に変化するゲイン値が設定されている。
　そのため、輝度レンジ値ＹＲが連続的に変化した場合に、表示用画像データの明るさ、
階調値、及び、ダイナミックレンジは連続的に変化する。
【００５４】
　図５（ａ）～５（ｇ）を用いて、本実施例に係る表示用画像データとそのダイナミック
レンジについてより詳細に説明する。
　図５（ａ）～５（ｇ）は、本実施例に係る画像データとそのダイナミックレンジ（輝度
レンジ）の一例を示す図である。図５（ａ）～５（ｇ）において、画像データ（画像デー
タが表す画像）に記載されている数字は、その数字が記載されている領域の階調値である
。
　図５（ａ）～５（ｇ）は、図３，４に示す情報を使用した場合の例を示す。
【００５５】
　図５（ａ）は、ＨＤＲ画像データとそのダイナミックレンジを示す。
　図５（ｂ）は、ベース画像データとそのダイナミックレンジを示す。
　図５（ｃ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝１００のときの表示用画像データとそのダイナミッ
クレンジを示す。
　図５（ｄ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝７５のときの表示用画像データとそのダイナミック
レンジを示す。
　図５（ｅ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝５０のときの表示用画像データとそのダイナミック
レンジを示す。
　図５（ｆ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝２５のときの表示用画像データとそのダイナミック
レンジを示す。
　図５（ｇ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝０のときの表示用画像データとそのダイナミックレ
ンジを示す。
【００５６】
　図５（ａ）～５（ｇ）から、表示用画像データの階調値の上限値が１０であり、表示用
画像データの階調値の下限値が０．０００１であることがわかる。即ち、表示用画像デー
タの最大ダイナミックレンジ（最大輝度レンジ）が階調値＝０．０００１～１０のダイナ
ミックレンジであることがわかる。最大ダイナミックレンジは、取り得るダイナミックレ
ンジの最大レンジである。
　図５（ａ）から、ＨＤＲ画像データが、最小階調値＝０．０００５且つ最大階調値＝５
．０のダイナミックレンジを有していることがわかる。換言すれば、ＨＤＲ画像データの
階調値が、０．０００５以上且つ５．０以下の値であることがわかる。
　図５（ｂ）から、ベース画像データが、最小階調値＝０．００１且つ最大階調値＝１．
０のダイナミックレンジを有していることがわかる。
【００５７】
　輝度レンジ値ＹＲが区間１の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴い、表示
用画像データのダイナミックレンジが、図５（ｆ）に示すダイナミックレンジから図５（
ｇ）に示すダイナミックレンジへ連続的に変化する。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが小
さいほど大きいシフト量でベース画像データのダイナミックレンジを低階調側にシフトし
たダイナミックレンジを有する表示用画像データが生成される。その結果、輝度レンジ値
ＹＲの低下に伴い表示用画像データの輝度が連続的に低下する。
【００５８】
　輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴い、表示
用画像データのダイナミックレンジが、図５（ｄ）に示すダイナミックレンジから図５（
ｆ）に示すダイナミックレンジへ連続的に変化する。図５（ｄ）に示すダイナミックレン
ジはＨＤＲ画像データのダイナミックレンジと等しく、図５（ｆ）に示すダイナミックレ
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ンジはベース画像データのダイナミックレンジと等しい。図５（ｅ）に示すように、輝度
レンジ値ＹＲが２５よりも大きく７５よりも小さい場合には、ＨＤＲ画像データのダイナ
ミックレンジよりも狭く且つベース画像データのダイナミックレンジよりも広いダイナミ
ックレンジを有する表示用画像データが生成される。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが２
５よりも大きく７５よりも小さい場合には、以下の条件３，４を満たすダイナミックレン
ジを有する表示用画像データが生成される。
　条件３：最大階調値が、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最大階調値よりも小
さく、且つ、ベース画像データのダイナミックレンジの最大階調値よりも大きい。
　条件４：最小階調値が、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最小階調値よりも大
きく、且つ、ベース画像データのダイナミックレンジの最小階調値よりも小さい。
【００５９】
　換言すれば、輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの低下
に伴い、表示用画像データのダイナミックレンジの最大階調値が、オーバーホワイト領域
の階調値から１００％白の階調値に連続的に低下する。そして、輝度レンジ値ＹＲの低下
に伴い、表示用画像データのダイナミックレンジの最小階調値が、アンダーブラック領域
の階調値から０．１％黒の階調値に連続的に増加する。
【００６０】
　輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの増加に伴い、表示
用画像データのダイナミックレンジが、図５（ｄ）に示すダイナミックレンジから図５（
ｃ）に示すダイナミックレンジへ連続的に変化する。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが大
きいほど大きいシフト量でＨＤＲ画像データのダイナミックレンジを高階調側にシフトし
たダイナミックレンジを有する表示用画像データが生成される。その結果、輝度レンジ値
ＹＲの増加に伴い表示用画像データの輝度が連続的に増加する。図５（ｃ）では、ダイナ
ミックレンジの最大階調値が上限値に制限されている。
【００６１】
　以上述べたように、本実施例によれば、輝度レンジ値に応じたブレンド率とゲイン値を
用いて、ベース画像データとＨＤＲ画像データとから表示用画像データ生成される。具体
的には、上述した条件１，２を満たすように、表示用画像データが生成される。それによ
り、表示用画像データのダイナミックレンジを好適に調整することができる。具体的には
、ＨＤＲ画像データと同じ表示用画像データだけでなく、ベース画像データと同じ表示用
画像データを得ることができる。さらに、輝度レンジ値が連続的に変化した場合に、表示
用画像データのダイナミックレンジを連続的に変更することができる。
【００６２】
　以下、図２３（ａ）～２３（ｅ）を用いて、本実施例の効果についてより詳細に説明す
る。図２３（ａ）は、ＨＤＲ画像データとそのダイナミックレンジを示す。図２３（ｂ）
は、ベース画像データとそのダイナミックレンジを示す。図２３（ｃ）は、図２３（ａ）
のＨＤＲ画像データの各階調値にゲイン値＝０．５を乗算することにより生成された画像
データとそのダイナミックレンジを示す。図２３（ｄ）は、図２３（ａ）のＨＤＲ画像デ
ータの階調値のうち２．５よりも大きい階調値を２．５にクリップ（制限）した画像デー
タとそのダイナミックレンジを示す。図２３（ｅ）は、本実施例で述べた方法で生成され
た画像データとそのダイナミックレンジを示す。具体的には、図２３（ｅ）は、ブレンド
率Ｂｌｅｎｄ＝５０とゲイン値Ｇａｉｎ＝１を用いて図２３（ａ）のＨＤＲ画像データと
図２３（ｂ）のベース画像データから生成された画像データとそのダイナミックレンジを
示す。つまり、図２３（ｃ），２３（ｄ），２３（ｅ）に示されている画像データは、図
２３（ａ）のＨＤＲ画像データの高輝度部の輝度を互いに異なる手法でおおよそ半減した
画像データである。
【００６３】
　ＨＤＲ画像データの各階調値に０．５を乗算するという単純な手法では、高輝度領域（
ＨＤＲ画像データの階調値が５や２．５である領域）以外の領域の輝度がベース画像デー
タに比べ非常に低い値に変換されてしまう。例えば、図２３（ｃ）に示すように、ＨＤＲ



(15) JP 6443857 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

画像データの階調値０．５が、ベース画像データの階調値０．５よりも小さい階調値０．
２５に変換されてしまう。その結果、画像全体の印象がベース画像データと大きく異なる
画像データが得られてしまう。
【００６４】
　ＨＤＲ画像データの階調値のうち２．５よりも大きい階調値を２．５にクリップすると
いう単純な手法では、高輝度領域のコントラストが大幅に低減してしまう。例えば、図２
３（ｄ）に示すように、ＨＤＲ画像データの階調値５．０と、ＨＤＲ画像データの階調値
２．５と、の両方が階調値２．５に変換されてしまい、高輝度領域のコントラストが大幅
に低減してしまう。その結果、画像全体の印象がベース画像データと大きく異なる画像デ
ータが得られてしまう。
【００６５】
　これに対して、本実施例の手法では、ベース画像データの特徴を考慮して画像データが
生成される。具体的には、本実施例の手法では、ＨＤＲ画像データの階調値とベース画像
データの階調値がブレンド率Ｂｌｅｎｄを用いて合成され、合成後の階調値にゲイン値Ｇ
ａｉｎが乗算される。それにより、図２３（ｅ）に示すように、高輝度領域のコントラス
トの低下を抑制することができると共に、画像全体の印象がベース画像データに近い画像
データを得ることができる。
【００６６】
　以上述べたように、本実施例によれば、ゲイン調整処理のみを行う手法、リミット処理
のみを行う手法、といった単純な手法と比較して、高輝度領域のコントラストが高く且つ
画像全体の印象がベース画像データに近い画像データを得ることができる。
【００６７】
　なお、本実施例に係る画像データは、静止画像データであってもよいし、動画像データ
であってもよい。動画像データを処理する場合には、動画像データのフレーム毎にベース
画像データと輝度差分データを取得すればよい。輝度差分データは、動画像データのシー
ン毎に取得されてもよい。そして、デコード処理部１０２では、フレーム毎に、ベース画
像データと輝度差分データとからＨＤＲ画像データが生成されればよい。フレーム毎に輝
度差分データが取得される場合には、ＨＤＲ画像データを生成するために使用する輝度差
分データが、フレーム毎に切り替えられればよい。シーン毎に輝度差分データが取得され
る場合には、ＨＤＲ画像データを生成するために使用する輝度差分データが、シーン毎に
切り替えられればよい。
【００６８】
　なお、上述したように、表示部１０６の表示能力は特に限定されない。例えば、表示部
１０６は以下の表示能力を有していてもよい。
　　・表示画像の輝度の下限値が０．０１（ｃｄ／ｍ２）である。
　　・表示画像の輝度の上限値が５００（ｃｄ／ｍ２）である。
　　・表示画像のコントラスト比の最大値が５００００：１である。
　この場合、階調値ＰＩ＿Ｈは１０となり、階調値ＰＩ＿Ｌは０．０００１となる。
【００６９】
　なお、輝度レンジ値とブレンド率の対応関係、及び、輝度レンジ値とゲイン値の対応関
係は、図３，４に示す対応関係に限らない。上述した条件１，２が満たされれば、どのよ
うな対応関係が使用されてもよい。例えば、区間１，３において、輝度レンジ値の変化に
伴ってゲイン値が指数関数的に変化してもよい。区間２において、輝度レンジ値の変化に
伴ってブレンド率が指数関数的に変化してもよい。
　また、図３，４の例では、ブレンド率とゲイン値の一方が輝度レンジ値の変化に伴って
変化する場合に、ブレンド率とゲイン値の他方が一定に保たれる。即ち、輝度レンジ値の
変化に伴って、ブレンド率とゲイン値が排他的に変化する。しかしながら、条件１，２を
満たせば、輝度レンジ値の変化に伴ってブレンド率とゲイン値の両方が変化する区間が存
在していてもよい。例えば、区間１、区間２、及び、区間３のうちの少なくともいずれか
の区間において、輝度レンジ値の変化に伴ってブレンド率とゲイン値の両方が変化しても
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よい。
【００７０】
　なお、上述したように、輝度差分データは、逆トーンマップに限らない。例えば、輝度
差分データとして輝度比率データが取得され、輝度比率データを用いてＨＤＲ画像データ
が生成されてもよい。輝度比率データから逆トーンマップが生成され、生成された逆トー
ンマップを用いてＨＤＲ画像データが生成されてもよい。逆トーンマップは生成されずに
、輝度比率データからＨＤＲ画像データが生成されてもよい。
【００７１】
　なお、本実施例では、ユーザ操作に応じた輝度レンジ値を取得する例を説明したが、こ
れに限らない。例えば、画像処理装置や画像表示装置の動作モードに応じて輝度レンジ値
が決定されてもよい。具体的には、大電力モード、中電力モード、及び、小電力モードを
含む複数の動作モードのいずれかが設定されてもよい。大電力モードは、画像表示装置の
消費電力が大きい動作モードであり、中電力モードは、大電力モードよりも消費電力が小
さい動作モードであり、小電力モードは、中電力モードよりも消費電力が小さい動作モー
ドである。そして、大電力モードが設定されている場合に輝度レンジ値ＹＲ＝７５が設定
され、中電力モードが設定されている場合に輝度レンジ値ＹＲ＝５０が設定され、小電力
モードが設定されている場合に輝度レンジ値ＹＲ＝２５が設定されてもよい。
【００７２】
　＜実施例２＞
　以下、本発明の実施例２に係る画像処理装置及び画像処理方法について説明する。
　実施例１では、区間２において、ベース画像データの階調値とＨＤＲ画像データの階調
値を合成することにより、表示用画像データが生成される。そのため、実施例１では、ベ
ース画像データの重みの増加（輝度レンジ値ＹＲの低下）に伴って、低階調側の階調値が
増加してしまう。換言すれば、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴って、低階調側の階調値を有
する画像領域（低階調領域）の表示輝度が増加してしまう。
　そこで、本実施例では、区間２において、輝度レンジ値ＹＲに依らず、ダイナミックレ
ンジの最小階調値がＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最小階調値と同じ表示用画
像データを生成することができる構成について説明する。具体的には、区間２において、
輝度レンジ値ＹＲの低下に伴って表示用画像データの最小階調値が増加せず、輝度レンジ
値ＹＲの低下に伴って表示用画像データの最大階調値が低下するように、表示用画像デー
タを生成することができる構成について説明する。このような構成によれば、輝度レンジ
値ＹＲの低下に伴う低階調領域の表示輝度の増加を抑制することができる。
　以下では、実施例１と異なる構成や処理について詳しく説明し、実施例１と同様の構成
や処理については説明を省略する。
　本実施例に係る画像処理装置は、実施例１（図１）と同様の構成を有する。但し、本実
施例では、調整値処理部１０３の処理が実施例１と異なる。
【００７３】
　図６は、本実施例に係る調整値処理部１０３の機能構成の一例を示すブロック図である
。
　図６に示すように、本実施例に係る調整値処理部１０３は、第１ブレンド率決定部２０
１１、第２ブレンド率決定部２０１２、ブレンド率合成部２０１３、ゲイン値決定部２０
１４を備える。
【００７４】
　第１ブレンド率決定部２０１１、第２ブレンド率決定部２０１２、及び、ブレンド率合
成部２０１３により、ブレンド率Ｂｌｅｎｄが決定される。本実施例では、画素毎に、輝
度レンジ値ＹＲとＨＤＲ画像データの階調値との組み合わせに応じて、ブレンド率Ｂｌｅ
ｎｄが決定される。そして、ブレンド部１０４では、ブレンド率Ｂｌｅｎｄを用いてベー
ス画像データの階調値とＨＤＲ画像データの階調値とを合成する処理を画素毎に行うこと
により、合成画像データが生成される。
【００７５】
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　本実施例では、不図示の記憶部に、輝度レンジ値と第１ブレンド率との対応関係を表す
ルックアップテーブルである第１ブレンド特性情報が予め記録されている。
　第１ブレンド率決定部２０１１は、第１ブレンド特性情報から、輝度レンジ値ＹＲに対
応する第１ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿１を読み出し、読み出した第１ブレンド率Ｂｌｅｎｄ
＿１を出力する。
　なお、第１ブレンド特性情報は、ルックアップテーブルに限らない。例えば、第１ブレ
ンド特性情報は、輝度レンジ値と第１ブレンド率との対応関係を表す関数であってもよい
。そして、第１ブレンド特性情報を用いて、輝度レンジ値ＹＲから第１ブレンド率Ｂｌｅ
ｎｄ＿１が算出されてもよい。
【００７６】
　本実施例では、不図示の記憶部に、ＨＤＲ画像データの取り得る階調値と第２ブレンド
率との対応関係を表すルックアップテーブルである第２ブレンド特性情報が予め記録され
ている。
　第２ブレンド率決定部２０１２は、第２ブレンド特性情報から、ＨＤＲ画像データの階
調値ＨＩに対応する第２ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿２を読み出し、読み出した第２ブレンド
率Ｂｌｅｎｄ＿２を出力する処理を、画素毎に行う。
　なお、第２ブレンド特性情報は、ルックアップテーブルに限らない。例えば、第２ブレ
ンド特性情報は、階調値と第２ブレンド率との対応関係を表す関数であってもよい。そし
て、第２ブレンド特性情報を用いて、階調値ＨＩから第２ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿２が算
出されてもよい。
【００７７】
　ブレンド率合成部２０１３は、第１ブレンド率決定部２０１１から出力された第１ブレ
ンド率Ｂｌｅｎｄ＿１と、第２ブレンド率決定部２０１２から出力された第２ブレンド率
Ｂｌｅｎｄ＿２と、を合成することにより、ブレンド率Ｂｌｅｎｄを決定する。本実施例
では、第１ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿１に第２ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿２を加算することに
より、ブレンド率Ｂｌｅｎｄが算出される。第１ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿１に第２ブレン
ド率Ｂｌｅｎｄ＿２を加算した合成ブレンド率が１００よりも大きい場合には、１００よ
りも大きい合成ブレンド率を１００に制限することにより、ブレンド率Ｂｌｅｎｄが決定
される。そのため、ブレンド率Ｂｌｅｎｄとして、０以上且つ１００以下の値が得られる
。そして、ブレンド率合成部２０１３は、決定したブレンド率Ｂｌｅｎｄを出力する。
　ブレンド率合成部２０１３は、ブレンド率Ｂｌｅｎｄを決定して出力する処理を画素毎
に行う。
【００７８】
　なお、ブレンド率の合成方法は上記方法に限らない。例えば、第２ブレンド率Ｂｌｅｎ
ｄ＿２として、第１ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿１に乗算する値が取得されてもよい。そして
、第１ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿１に第２ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿２を乗算することにより
ブレンド率Ｂｌｅｎｄが算出されてもよい。
【００７９】
　ゲイン値決定部２０１４は、実施例１のゲイン値決定部１０３２と同じ処理を行う。
【００８０】
　図７は、第２ブレンド特性情報（階調値と第２ブレンド率との対応関係）の一例を示す
図である。
　本実施例では、第１ブレンド特性情報として実施例１（図３）のブレンド特性情報が使
用され、ゲイン特性情報として実施例１（図４）のゲイン特性情報が使用される場合の例
を説明する。そして、本実施例では、図７に示す第２ブレンド特性情報が使用される場合
の例を説明する。
【００８１】
　第２ブレンド特性情報では、ベース画像データのダイナミックレンジの最小階調値０．
００１以下の合成画像データの階調値としてＨＤＲ画像データの階調値と同じ階調値が得
られるように、第２ブレンド率が設定されている。図７の例では、ＨＤＲ画像データの階
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調値ＨＩ＝０．００１以下の階調範囲の第２ブレンド率として１００％（一定値）が設定
されている。階調値ＨＩ＝０．００１以上且つ階調値ＨＩ＝０．１以下の階調範囲に対し
て、階調値の増加に伴って１００％から０％に線形に減少する第２ブレンド率が設定され
ている。そして、階調値ＨＩ＝０．００１以上の階調範囲の第２ブレンド率として０％（
一定値）が設定されている。
【００８２】
　図３に示す第１ブレンド特性情報と、図７に示す第２ブレンド特性情報と、を用いた場
合の、輝度レンジ値ＹＲとブレンド率Ｂｌｅｎｄとの対応関係の一例を、図８に示す。図
８には、３つの階調値ＨＩ＝０．００１，０．０１，０．１について対応関係が示されて
いる。
【００８３】
　ＨＤＲ画像データの階調値ＨＩ＝０．００１の画素に対しては第２ブレンド率として１
００％が得られる。そのため、図８の一点鎖線で示すように、階調値ＨＩ＝０．００１の
画素に対しては、輝度レンジ値ＹＲに拘らず、ブレンド率Ｂｌｅｎｄとして常に１００％
が得られる。
　階調値ＨＩ＝０．０１の画素に対しては第２ブレンド率として５０％が得られる。その
ため、図８の破線で示すように、階調値ＨＩ＝０．０１の画素に対しては、輝度レンジ値
ＹＲが区間１の値であるときのブレンド率Ｂｌｅｎｄとして５０％が得られる。
　そして、階調値ＨＩ＝０．１の画素に対しては第２ブレンド率として０％が得られる。
そのため、図８の実線で示すように、階調値ＨＩ＝０．１の画素に対しては、実施例１と
同じブレンド率Ｂｌｅｎｄが得られる。
【００８４】
　したがって、ＨＤＲ画像データの階調値ＨＩ＝０．００１以下の画素については、合成
画像データの階調値として、輝度レンジ値に拘らず、階調値ＨＩと同じ値が設定される。
そして、０．００１＜階調値ＨＩ＜０．１の画素については、輝度レンジ値ＹＲが小さい
場合に、合成画像データの階調値として、実施例１よりも小さい（暗い）階調値が設定さ
れる。そして、階調値ＨＩ＝０．１以上の画素については、合成画像データの階調値とし
て、実施例１と同じ階調値が設定される。
【００８５】
　輝度レンジ値の区間１～３のそれぞれにおける処理について説明する。
【００８６】
　輝度レンジ値ＹＲが区間１の値（第２の値（２５）よりも小さい値）である場合には、
輝度レンジ値ＹＲが小さいほどダイナミックレンジの最大階調値が小さい表示用画像デー
タが生成される。
　具体的には、輝度レンジ値ＹＲが区間１の値である場合には、図８に示すように、ＨＤ
Ｒ画像データの画素の階調値が小さいほど大きいブレンド率Ｂｌｅｎｄが使用される。そ
れにより、以下の条件５，６を満たすように、合成画像データが生成される。
　条件５：ＨＤＲ画像データの画素の階調値が小さいほど当該画素の階調値がＨＤＲ画像
データの当該画素の階調値に近い合成画像データが生成される。
　条件６：ＨＤＲ画像データの画素の階調値が大きいほど当該画素の階調値がベース画像
データの当該画素の階調値に近い合成画像データが生成される。
　そして、輝度レンジ値ＹＲが区間１の値である場合には、実施例１と同様に、輝度レン
ジ値ＹＲの増加に伴って増加し、且つ、１．０よりも小さいゲイン値Ｇａｉｎが使用され
る。それにより、輝度レンジ値ＹＲが小さいほど小さい階調値を有する表示用画像データ
が生成される。
【００８７】
　輝度レンジ値ＹＲが区間２の値（第２の値以上且つ第１の値以下の値）である場合には
、実施例１と同様に、ゲイン値Ｇａｉｎ＝１．０が使用される。そのため、輝度レンジ値
ＹＲが区間２の値である場合には、合成画像データと同じ表示用画像データが生成される
。即ち、輝度レンジ値ＹＲとＨＤＲ画像データの階調値との組み合わせに応じた重みでベ
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ース画像データの階調値とＨＤＲ画像データの階調値とを合成する処理を画素毎に行うこ
とにより、表示用画像データが生成される。
【００８８】
　輝度レンジ値ＹＲが第１の値（７５）である場合には、ＨＤＲ画像データの階調値ＨＩ
に拘らず、ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝１００が使用される。それにより、ＨＤＲ画像データ
と同じ表示用画像データ（＝合成画像データ）が生成され、条件１が満たされる。
　そして、輝度レンジ値ＹＲが第１の値よりも小さく且つ第２の値以上である場合には、
輝度レンジ値ＹＲの増加に伴って１００％まで連続的に増加し、且つ、階調値ＨＩの低下
に伴って１００％まで連続的に増加するブレンド率Ｂｌｅｎｄが使用される。また、ＨＤ
Ｒ画像データの取り得る階調値の最小値と、輝度レンジ値ＹＲの下限値と、の組み合わせ
に対応するブレンド率Ｂｌｅｎｄとして、０％が使用される。それにより、実施例１で述
べた上限２と、以下の条件７，８と、を満たすように、表示用画像データ（＝合成画像デ
ータ）が生成される。条件２，７，８が満たされることにより、実施例１で述べた条件１
も満たされる。
　条件７：ＨＤＲ画像データの画素の階調値が小さいほど当該画素の階調値がＨＤＲ画像
データの当該画素の階調値に近い表示用画像データが生成される。
　条件８：輝度レンジ値ＹＲが大きいほどＨＤＲ画像データに近い表示用画像データが生
成される。
【００８９】
　輝度レンジ値ＹＲが区間３の値（第１の値（７５）よりも大きい値）である場合には、
輝度レンジ値ＹＲが大きいほどダイナミックレンジの最大階調値が大きい表示用画像デー
タが生成される。
　具体的には、輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、実施例１と同様に、ＨＤ
Ｒ画像データの階調値ＨＩに拘らず、ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝１００が使用される。それ
により、ＨＤＲ画像データと同じ合成画像データが生成される。
　そして、輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの増加に伴
って増加し、且つ、１．０よりも大きいゲイン値Ｇａｉｎが使用される。それにより、輝
度レンジ値ＹＲが大きいほど大きい階調値を有する表示用画像データが生成される。
【００９０】
　図９（ａ）～９（ｇ）を用いて、本実施例に係る表示用画像データとそのダイナミック
レンジについてより詳細に説明する。
　図９（ａ）～９（ｇ）は、本実施例に係る画像データとそのダイナミックレンジ（輝度
レンジ）の一例を示す図である。図９（ａ）～９（ｇ）において、画像データ（画像デー
タが表す画像）に記載されている数字は、その数字が記載されている領域の階調値である
。
　図９（ａ）～９（ｇ）は、図３，４，７に示す情報を使用した場合の例を示す。
【００９１】
　図９（ａ）は、ＨＤＲ画像データとそのダイナミックレンジを示す。
　図９（ｂ）は、ベース画像データとそのダイナミックレンジを示す。
　図９（ｃ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝１００のときの表示用画像データとそのダイナミッ
クレンジを示す。
　図９（ｄ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝７５のときの表示用画像データとそのダイナミック
レンジを示す。
　図９（ｅ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝５０のときの表示用画像データとそのダイナミック
レンジを示す。
　図９（ｆ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝２５のときの表示用画像データとそのダイナミック
レンジを示す。
　図９（ｇ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝０のときの表示用画像データとそのダイナミックレ
ンジを示す。
【００９２】
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　図９（ａ）～９（ｇ）から、表示用画像データの階調値の上限値が１０であり、表示用
画像データの階調値の下限値が０．０００１であることがわかる。
　図９（ａ）から、ＨＤＲ画像データが、最小階調値＝０．０００５且つ最大階調値＝５
．０のダイナミックレンジを有していることがわかる。
　図９（ｂ）から、ベース画像データが、最小階調値＝０．００１且つ最大階調値＝１．
０のダイナミックレンジを有していることがわかる。
【００９３】
　輝度レンジ値ＹＲが区間１の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴い、表示
用画像データのダイナミックレンジが、図９（ｆ）に示すダイナミックレンジから図９（
ｇ）に示すダイナミックレンジへ連続的に変化する。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが小
さいほど大きいシフト量で図９（ｆ）に示すダイナミックレンジを低階調側にシフトした
ダイナミックレンジを有する表示用画像データが生成される。その結果、輝度レンジ値Ｙ
Ｒの低下に伴い表示用画像データの輝度が連続的に低下する。図９（ｇ）では、ダイナミ
ックレンジの最小階調値が下限値に制限されている。
【００９４】
　輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴い、表示
用画像データのダイナミックレンジが、図９（ｄ）に示すダイナミックレンジから図９（
ｆ）に示すダイナミックレンジへ連続的に変化する。図９（ｄ）に示すダイナミックレン
ジはＨＤＲ画像データのダイナミックレンジと等しい。そして、図９（ｆ）に示すダイナ
ミックレンジの最大階調値はベース画像データのダイナミックレンジの最大階調値と等し
く、図９（ｆ）に示すダイナミックレンジの最小階調値はＨＤＲ画像データのダイナミッ
クレンジの最小階調値と等しい。図９（ｅ）に示すように、輝度レンジ値ＹＲが２５より
も大きく７５よりも小さい場合には、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジよりも狭く
且つベース画像データのダイナミックレンジよりも広いダイナミックレンジを有する表示
用画像データが生成される。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが２５よりも大きく７５より
も小さい場合には、以下の条件９，１０を満たすダイナミックレンジを有する表示用画像
データが生成される。
　条件９：最大階調値が、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最大階調値よりも小
さく、且つ、ベース画像データのダイナミックレンジの最大階調値よりも大きい。
　条件１０：最小階調値が、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最小階調値と等し
い。
【００９５】
　換言すれば、輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの低下
に伴い、表示用画像データのダイナミックレンジの最大階調値が、ＨＤＲ画像データのダ
イナミックレンジの最大階調値から１００％白の階調値に連続的に低下する。そして、そ
して、輝度レンジ値ＹＲに拘らず、表示用画像データのダイナミックレンジの最小階調値
として、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最小階調値と同じ値が設定される。こ
れは、ＨＤＲ画像データの階調値が小さいほど大きい第２ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＿２が取
得されることに起因する。
　それにより、輝度レンジ値ＹＲが連続的に変化した場合に、ＨＤＲ画像データと同じ階
調値から、ベース画像データに非常に近い階調値まで、表示用画像データの高階調領域の
階調値を連続的に変更することができる。高階調領域は、高階調側の階調値を有する画像
領域である。表示用画像データのダイナミックレンジの最大階調値と同じ階調値を有する
画素については、ＨＤＲ画像データと同じ階調値から、ベース画像データと同じ階調値ま
で、表示用画像データの階調値を連続的に変更することができる。
　さらに、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴う低階調領域の階調値の増加を抑制することがで
きる。
【００９６】
　輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの増加に伴い、表示
用画像データのダイナミックレンジが、図９（ｄ）に示すダイナミックレンジから図９（
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ｃ）に示すダイナミックレンジへ連続的に変化する。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが大
きいほど大きいシフト量でＨＤＲ画像データのダイナミックレンジを高階調側にシフトし
たダイナミックレンジを有する表示用画像データが生成される。その結果、輝度レンジ値
ＹＲの増加に伴い表示用画像データの輝度が連続的に増加する。図９（ｃ）では、ダイナ
ミックレンジの最大階調値が上限値に制限されている。
【００９７】
　以上述べたように、本実施例によれば、実施例１で述べた条件１，２を満たすように、
表示用画像データが生成される。さらに、本実施例によれば、表示用画像データを生成す
る際に、輝度レンジ値とＨＤＲ画像データの階調値との組み合わせに応じたブレンド率が
使用される。それにより、表示用画像データのダイナミックレンジを好適に調整すること
ができる。具体的には、ＨＤＲ画像データと同じ表示用画像データだけでなく、高階調領
域の階調値がベース画像データの階調値に非常に近い表示用画像データを得ることができ
る。また、輝度レンジ値の低下に伴う低階調領域の階調値の増加を抑制することができる
。さらに、輝度レンジ値が連続的に変化した場合に、表示用画像データのダイナミックレ
ンジを連続的に変更することができる。
【００９８】
　なお、輝度レンジ値と第１ブレンド率の対応関係、階調値と第２ブレンド率の対応関係
、及び、輝度レンジ値とゲイン値の対応関係は、図３，４，７に示す対応関係に限らない
。上述した条件１，２が満たされれば、どのような対応関係が使用されてもよい。
　なお、輝度差分データは、逆トーンマップに限らない。例えば、輝度差分データは輝度
比率データであってもよい。
【００９９】
　＜実施例３＞
　以下、本発明の実施例３に係る画像処理装置及び画像処理方法について説明する。
　実施例１，２では、ベース画像データとＨＤＲ画像データを用いて表示用画像データを
生成する例を説明した。
　本実施例では、ベース画像データと輝度差分データを用いて表示用画像データを生成す
る例を説明する。
【０１００】
　図１０は、本実施例に係る画像処理装置３００の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。
　図１０に示すように、画像処理装置３００は、表示部１０６、輝度差分データ変換部３
０１、画像変換部３０２、等を有する。
　なお、図１０において、実施例１（図１）と同じ機能部及びデータには実施例１と同じ
符号を付し、その説明は省略する。
【０１０１】
　画像処理装置３００には、実施例１と同様に、ＨＤＲファイル１０１と輝度レンジ値Ｙ
Ｒが入力される。
　本実施例では、実施例１と同様に、ＨＤＲファイル１０１に含まれている輝度差分デー
タが逆トーンマップである場合の例を説明する。
【０１０２】
　輝度差分データ変換部３０１と画像変換部３０２により、ベース画像データ、輝度差分
データ、及び、輝度レンジ値ＹＲに基づいて、表示用画像データが生成される。
　輝度差分データ変換部３０１は、輝度レンジ値ＹＲに基づいて輝度差分データが表すＨ
ＤＲ画像データの階調値を補正することにより、ベース画像データの階調値と表示用画像
データの階調値との対応関係を表す補正輝度差分データを生成する。換言すれば、輝度差
分データ変換部３０１は、輝度レンジ値ＹＲに基づいて輝度差分データを補正輝度差分デ
ータ（変換輝度差分データ）に変換する。そして、輝度差分データ変換部３０１は、変換
輝度差分データ（変換逆トーンマップ）を出力する。
　画像変換部３０２は、輝度差分データ変換部３０１から出力された変換逆トーンマップ
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を用いてベース画像データの階調値を表示用画像データの階調値に変換することにより、
表示用画像データを生成する。換言すれば、画像変換部３０２は、変換逆トーンマップを
用いてベース画像データを表示用画像データに変換する。そして、画像変換部３０２は、
表示用画像データを出力する。
【０１０３】
　輝度差分データ変換部３０１の処理についてより詳細に説明する。
　本実施例では、不図示の記憶部に、複数のルックアップテーブル（ベース画像データの
階調値と表示用画像データの階調値との対応関係を表すルックアップテーブル）が予め記
録されている。
　そして、予め用意された複数のルックアップテーブルと、ＨＤＲファイル１０１に含ま
れている逆トーンマップと、を用いて、変換逆トーンマップが生成される。
【０１０４】
　本実施例では、図１１に示す３つのルックアップテーブルＬＵＴ１～ＬＵＴ３が予め用
意されている場合の例を説明する。図１１には、ＨＤＲファイル１０１に含まれている逆
トーンマップＬＵＴ０も図示されている。
　本実施例では、ＬＵＴ０～３を用いて、変換逆トーンマップＬＵＴ４が生成される。
　なお、予め用意されるルックアップテーブルの数は３つより多くてもよい。
【０１０５】
　輝度レンジ値ＹＲが第１の値（７５）である場合には、ＬＵＴ０と同じＬＵＴ４が生成
される。そのため、輝度レンジ値ＹＲが第１の値（７５）である場合には、ＨＤＲ画像デ
ータと同じ表示用画像データが生成される。
　ＬＵＴ０と同じＬＵＴ４を用いた場合には、ベース画像データの階調値ＢＩ＝０．００
１は、表示用画像データの階調値ＰＩ＝０．０００１に変換される。階調値ＢＩ＝１．０
は、階調値ＰＩ＝５．０に変換される。そして、階調値ＢＩの増加に伴って階調値ＰＩが
線形に増加するように、階調値ＢＩが階調値ＰＩに変換される。階調値ＢＩ＝０．００１
は、ベース画像データの取り得る階調値の最小値であり、階調値ＢＩ＝１．０は、ベース
画像データの取り得る階調値の最大値である。階調値ＰＩ＝０．０００１は、ＨＤＲ画像
データの取り得る階調値の最小値であり、階調値ＰＩ＝５．０は、ＨＤＲ画像データの取
り得る階調値の最大値である。
　以後、ベース画像データの取り得る階調値の最小値を“ベース最小値”と記載し、ベー
ス画像データの取り得る階調値の最大値を“ベース最大値”と記載する。また、ＨＤＲ画
像データの取り得る階調値の最小値を“ＨＤＲ最小値”と記載し、ＨＤＲ画像データの取
り得る階調値の最大値を“ＨＤＲ最大値”と記載する。
【０１０６】
　輝度レンジ値ＹＲが１００である場合には、ＬＵＴ１と同じＬＵＴ４が生成される。
　ＬＵＴ１と同じＬＵＴ４を用いた場合には、階調値ＢＩ＝１．０に対応する階調値ＰＩ
として、ＨＤＲ最大値（階調値ＨＩ＝５．０）よりも大きい階調値ＰＩが得られる。具体
的には、ベース最大値よりも小さい所定の階調値まで階調値ＢＩが増加したときに階調値
ＰＩが上限値に達するように、階調値ＢＩの増加に伴って階調値ＰＩが増加する。より具
体的には、０．００１≦階調値ＢＩ≦０．５の階調範囲では、階調値ＢＩの増加に伴って
階調値ＰＩが０．００１から１０（上限値）まで線形に増加するように、階調値ＢＩが階
調値ＰＩに変換される。そして、０．５≦階調値ＢＩの階調範囲では、階調値ＢＩが階調
値ＰＩ＝１０（上限値）に変換される。
【０１０７】
　輝度レンジ値ＹＲが第２の値（２５）である場合には、ＬＵＴ２と同じＬＵＴ４が生成
される。
　ＬＵＴ２と同じＬＵＴ４を用いた場合には、階調値ＢＩ＝０．００１は、階調値ＰＩ＝
０．０００１に変換される。階調値ＢＩ＝１．０は、階調値ＰＩ＝１．０に変換される。
即ち、階調値ＢＩ＝１．０に対応する階調値ＰＩとして、ベース最大値と等しい階調値Ｐ
Ｉが得られる。そして、階調値ＢＩの増加に伴って階調値ＰＩが線形に増加するように、
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階調値ＢＩが階調値ＰＩに変換される。
【０１０８】
　輝度レンジ値ＹＲが０である場合には、ＬＵＴ３と同じＬＵＴ４が生成される。
　ＬＵＴ３と同じＬＵＴ４を用いた場合には、階調値ＢＩ＝０．００１は、階調値ＰＩ＝
０．０００１に変換される。階調値ＢＩ＝１．０は、階調値ＰＩ＝０．１に変換される。
即ち、階調値ＢＩ＝１．０に対応する階調値ＰＩとして、ベース最大値よりも小さい階調
値ＰＩが得られる。そして、階調値ＢＩの増加に伴って階調値ＰＩが線形に増加するよう
に、階調値ＢＩが階調値ＰＩに変換される。
【０１０９】
　ＨＤＲ最小値は、表示用画像データの階調値の下限値である可能性が高い。そして、表
示用画像データの階調値の上限値と下限値、及び、画像処理装置に入力される画像データ
（ベース画像データ）のダイナミックレンジは、予め把握することができる。そのため、
それらの情報を用いることにより、ＬＵＴ１～ＬＵＴ３を予め生成することができる。
　なお、複数のルックアップテーブル（ベース画像データの階調値と表示用画像データの
階調値との対応関係を表すルックアップテーブル）は予め用意されていなくてもよい。例
えば、逆トーンマップＬＵＴ０から、ベース画像データのダイナミックレンジと、ＨＤＲ
画像データのダイナミックレンジと、が把握されてもよい。そして、ベース画像データの
ダイナミックレンジ、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジ、及び、表示用画像データ
の階調値の上限値と下限値、に基づいて、複数のルックアップテーブルが生成されてもよ
い。それにより、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジやベース画像データのダイナミ
ックレンジが変化する場合において、より好ましい複数のルックアップテーブルを生成す
ることが可能となる。
【０１１０】
　図１２を用いて、輝度差分データ変換部３０１の処理の流れの一例について説明する。
図１２は、輝度差分データ変換部３０１の処理の流れの一例を示すフローチャートである
。
【０１１１】
　まず、輝度差分データ変換部３０１が、第１の値（７５）＜輝度レンジ値ＹＲ≦１００
であるか否かを判断する（Ｓ３０１１）。即ち、輝度レンジ値ＹＲが区間３の値であるか
否かが判断される。輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、Ｓ３０１２に処理が
進められ、輝度レンジ値ＹＲが区間３の値でない場合には、Ｓ３０１４に処理が進められ
る。
【０１１２】
　Ｓ３０１２では、輝度差分データ変換部３０１が、ＬＵＴ０とＬＵＴ１を選択する。そ
して、Ｓ３０１３に処理が進められる。
　Ｓ３０１３では、輝度差分データ変換部３０１が、輝度レンジ値ＹＲに応じた重みでＬ
ＵＴ０とＬＵＴ１を合成することにより、ＬＵＴ４を生成する。具体的には、以下の式４
を用いてＬＵＴ４が生成される。
　　ＬＵＴ４＝
　　（（ＹＲ－７５）／２５）×ＬＵＴ１＋（（１００－ＹＲ）／２５）×ＬＵＴ０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式４）
【０１１３】
　Ｓ３０１４では、輝度差分データ変換部３０１が、第２の値（２５）≦輝度レンジ値Ｙ
Ｒ≦第１の値（７５）であるか否かを判断する。即ち、輝度レンジ値ＹＲが区間２の値で
あるか否かが判断される。輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、Ｓ３０１５に
処理が進められ、輝度レンジ値ＹＲが区間２の値でない場合には、Ｓ３０１７に処理が進
められる。
【０１１４】
　Ｓ３０１５では、輝度差分データ変換部３０１が、ＬＵＴ０とＬＵＴ２を選択する。そ
して、Ｓ３０１６に処理が進められる。
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　Ｓ３０１６では、輝度差分データ変換部３０１が、輝度レンジ値ＹＲに応じた重みでＬ
ＵＴ０とＬＵＴ２を合成することにより、ＬＵＴ４を生成する。具体的には、以下の式５
を用いてＬＵＴ４が生成される。
　　ＬＵＴ４＝
　　（（ＹＲ－２５）／５０）×ＬＵＴ０＋（（７５－ＹＲ）／５０）×ＬＵＴ２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式５）
【０１１５】
　Ｓ３０１７では、輝度差分データ変換部３０１が、０≦輝度レンジ値ＹＲ＜第２の値（
２５）であると判断し、ＬＵＴ２とＬＵＴ３を選択する。即ち、Ｓ３０１７では、輝度レ
ンジ値ＹＲが区間１の値であると判断され、ＬＵＴ２とＬＵＴ３が選択される。そして、
Ｓ３０１８に処理が進められる。
　Ｓ３０１８では、輝度差分データ変換部３０１が、輝度レンジ値ＹＲに応じた重みでＬ
ＵＴ２とＬＵＴ３を合成することにより、ＬＵＴ４を生成する。具体的には、以下の式６
を用いてＬＵＴ４が生成される。
　　ＬＵＴ４＝
　　（ＹＲ／２５）×ＬＵＴ２＋（（２５－ＹＲ）／２５）×ＬＵＴ３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式６）
【０１１６】
　画像変換部３０２では、以下の式７を用いて、ベース画像データの階調値ＢＩが表示用
画像データの階調値ＰＩに変換される。式７において、ＬＵＴ４（ｘ）のｘは、ＬＵＴ４
の入力階調値である。
　　ＰＩ＝ＬＵＴ４（ＢＩ）　・・・（式７）
【０１１７】
　このように、本実施例では、予め用意された複数のＬＵＴと、ＨＤＲファイル１０１に
含まれているＬＵＴ（逆トーンマップ）と、の中から２つのＬＵＴ（第１ＬＵＴと第２Ｌ
ＵＴ）が選択される。そして、輝度レンジ値ＹＲに応じた重みで第１ＬＵＴと第２ＬＵＴ
を合成することにより、ＬＵＴ４（変換逆トーンマップ）が生成される。
【０１１８】
　それにより、ＬＵＴ４として、第１ＬＵＴ、第２ＬＵＴ、または、中間ＬＵＴを生成す
ることができる。中間ＬＵＴは、第１ＬＵＴの変換特性（階調値ＢＩの変化に対する階調
値ＰＩの変化を表す特性）と、第２ＬＵＴの変換特性と、の間の変換特性を有するＬＵＴ
である。
【０１１９】
　輝度レンジ値ＹＲが区間１の値である場合には、以下の条件１１，１２を満たす変換逆
トーンマップが生成される。
　条件１１：ベース最大値に対応する表示用画像データの階調値がＨＤＲ画像データの取
り得る階調値の最大値よりも小さい。
　条件１２：輝度レンジ値ＹＲが小さいほどベース最大値に対応する表示用画像データの
階調値が小さい。
【０１２０】
　輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲが小さいほどベース
最大値に対応する表示用画像データの階調値がベース最大値に近い逆トーンマップが生成
される。なお、輝度レンジ値ＹＲが第１の値（７５）である場合には、ＨＤＲファイル１
０１に含まれている逆トーンマップと同じ変換逆トーンマップが生成される。
【０１２１】
　輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、以下の条件１３，１４を満たす変換逆
トーンマップが生成される。
　条件１３：ベース最大値に対応する表示用画像データの階調値がＨＤＲ最大値以上であ
る。
　条件１４：輝度レンジ値ＹＲが大きいほどベース最大値に対応する表示用画像データの
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階調値が大きい。
【０１２２】
　図１３（ａ）～１３（ｇ）を用いて、本実施例に係る表示用画像データとそのダイナミ
ックレンジについてより詳細に説明する。
　図１３（ａ）～１３（ｇ）は、本実施例に係る画像データとそのダイナミックレンジ（
輝度レンジ）の一例を示す図である。図１３（ａ）～１３（ｇ）において、画像データ（
画像データが表す画像）に記載されている数字は、その数字が記載されている領域の階調
値である。
　図１３（ａ）～１３（ｇ）は、図１１に示すＬＵＴを使用した場合の例を示す。
【０１２３】
　図１３（ａ）は、ＨＤＲ画像データとそのダイナミックレンジを示す。
　図１３（ｂ）は、ベース画像データとそのダイナミックレンジを示す。
　図１３（ｃ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝１００のときの表示用画像データとそのダイナミ
ックレンジを示す。
　図１３（ｄ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝７５のときの表示用画像データとそのダイナミッ
クレンジを示す。
　図１３（ｅ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝５０のときの表示用画像データとそのダイナミッ
クレンジを示す。
　図１３（ｆ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝２５のときの表示用画像データとそのダイナミッ
クレンジを示す。
　図１３（ｇ）は、輝度レンジ値ＹＲ＝０のときの表示用画像データとそのダイナミック
レンジを示す。
【０１２４】
　図１３（ａ）～１３（ｇ）から、表示用画像データの階調値の上限値が１０であり、表
示用画像データの階調値の下限値が０．０００１であることがわかる。
　図１３（ａ）から、ＨＤＲ画像データが、最小階調値＝０．０００５且つ最大階調値＝
５．０のダイナミックレンジを有していることがわかる。
　図１３（ｂ）から、ベース画像データが、最小階調値＝０．００１且つ最大階調値＝１
．０のダイナミックレンジを有していることがわかる。
【０１２５】
　輝度レンジ値ＹＲが区間１の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴い、表示
用画像データのダイナミックレンジが、図１３（ｆ）に示すダイナミックレンジから図１
３（ｇ）に示すダイナミックレンジへ連続的に変化する。具体的には、輝度レンジ値ＹＲ
の低下に伴い、表示用画像データのダイナミックレンジの最大階調値が、１００％白の階
調値から連続的に低下する。そして、輝度レンジ値ＹＲに拘らず、表示用画像データのダ
イナミックレンジの最小階調値として、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最小階
調値と同じ値が設定される。その結果、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴い表示用画像データ
の輝度が連続的に低下する。
【０１２６】
　輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴い、表示
用画像データのダイナミックレンジが、図１３（ｄ）に示すダイナミックレンジから図１
３（ｆ）に示すダイナミックレンジへ連続的に変化する。図１３（ｄ）に示すダイナミッ
クレンジはＨＤＲ画像データのダイナミックレンジと等しい。そして、図１３（ｆ）に示
すダイナミックレンジの最大階調値はベース画像データのダイナミックレンジの最大階調
値と等しく、図１３（ｆ）に示すダイナミックレンジの最小階調値はＨＤＲ画像データの
ダイナミックレンジの最小階調値と等しい。図１３（ｅ）に示すように、輝度レンジ値Ｙ
Ｒが２５よりも大きく７５よりも小さい場合には、ＨＤＲ画像データのダイナミックレン
ジよりも狭く且つベース画像データのダイナミックレンジよりも広いダイナミックレンジ
を有する表示用画像データが生成される。具体的には、輝度レンジ値ＹＲが２５よりも大
きく７５よりも小さい場合には、以下の条件１５，１６を満たすダイナミックレンジを有
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する表示用画像データが生成される。
　条件１５：最大階調値が、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最大階調値よりも
小さく、且つ、ベース画像データのダイナミックレンジの最大階調値よりも大きい。
　条件１６：最小階調値が、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最小階調値と等し
い。
【０１２７】
　換言すれば、輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの低下
に伴い、表示用画像データのダイナミックレンジの最大階調値が、ＨＤＲ画像データのダ
イナミックレンジの最大階調値から１００％白の階調値に連続的に低下する。そして、そ
して、輝度レンジ値ＹＲに拘らず、表示用画像データのダイナミックレンジの最小階調値
として、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最小階調値と同じ値が設定される。
　それにより、輝度レンジ値ＹＲが連続的に変化した場合に、ＨＤＲ画像データと同じ階
調値から、ベース画像データに非常に近い階調値まで、表示用画像データの高階調領域の
階調値を連続的に変更することができる。表示用画像データのダイナミックレンジの最大
階調値と同じ階調値を有する画素については、ＨＤＲ画像データと同じ階調値から、ベー
ス画像データと同じ階調値まで、表示用画像データの階調値を連続的に変更することがで
きる。
　さらに、輝度レンジ値ＹＲの低下に伴う低階調領域の階調値の増加を抑制することがで
きる。
【０１２８】
　輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、輝度レンジ値ＹＲの増加に伴い、表示
用画像データのダイナミックレンジが、図１３（ｄ）に示すダイナミックレンジから図１
３（ｃ）に示すダイナミックレンジへ連続的に変化する。具体的には、輝度レンジ値ＹＲ
の増加に伴い、表示用画像データのダイナミックレンジの最大階調値が、ＨＤＲ画像デー
タのダイナミックレンジの最大階調値から連続的に増加する。そして、輝度レンジ値ＹＲ
に拘らず、表示用画像データのダイナミックレンジの最小階調値として、ＨＤＲ画像デー
タのダイナミックレンジの最小階調値と同じ値が設定される。その結果、輝度レンジ値Ｙ
Ｒの増加に伴い表示用画像データの輝度が連続的に増加する。
【０１２９】
　以上述べたように、本実施例によれば、輝度レンジ値ＹＲに応じて輝度差分データが補
正輝度差分データに補正される。そして、補正輝度差分データを用いてベース画像データ
が表示用画像データに変換される。それにより、表示用画像データのダイナミックレンジ
を好適に調整することができる。
【０１３０】
　なお、逆トーンマップと複数のルックアップテーブルは、図１１に示すＬＵＴ０～４に
限らない。実施例１で述べた条件１，２が満たされれば、どのような変換特性を有するル
ックアップテーブル（逆トーンマップを含む）が使用されてもよい。逆トーンマップと複
数のルックアップテーブルが示す階調値ＢＩと階調値ＰＩの対応関係は、階調値ＢＩの増
加に伴って階調値ＰＩが非線形に増加する対応関係であってもよい。
　なお、輝度差分データの補正方法は、上述した方法に限らない。例えば、複数のＬＵＴ
を用いずに、輝度差分データを輝度レンジ値ＹＲに応じた補正値で補正することにより、
補正輝度差分データが生成されてもよい。
　なお、輝度差分データは、逆トーンマップに限らない。例えば、輝度差分データは輝度
比率データであってもよい。
【０１３１】
　＜実施例４＞
　以下、本発明の実施例４に係る画像処理装置及び画像処理方法について説明する。
　実施例３では、ベース画像データと輝度差分データを用いて表示用画像データを生成す
る例を説明した。
　本実施例では、ＨＤＲ画像データと輝度差分データを用いて表示用画像データを生成す
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る例を説明する。
【０１３２】
　図１４は、本実施例に係る画像処理装置４００の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。
　図１４に示すように、画像処理装置４００は、デコード処理部１０２、表示部１０６、
第１輝度差分データ変換部４０１、第２輝度差分データ変換部４０２、画像変換部４０３
、等を有する。
　なお、図１４において、実施例１（図１）と同じ機能部及びデータには実施例１と同じ
符号を付し、その説明は省略する。
【０１３３】
　画像処理装置４００には、実施例１と同様に、ＨＤＲファイル１０１と輝度レンジ値Ｙ
Ｒが入力される。
　本実施例では、実施例１と同様に、ＨＤＲファイル１０１に含まれている輝度差分デー
タ（第１輝度差分データ）が逆トーンマップである場合の例を説明する。
【０１３４】
　第１輝度差分データ変換部４０１は、第１輝度差分データの入力階調値と出力階調値を
入れ替えることにより、第２輝度差分データを生成する。そして、第１輝度差分データ変
換部４０１は、第２輝度差分データを出力する。本実施例では、逆トーンマップがトーン
マップに変換される。
　なお、画像処理装置４００には、ＨＤＲファイル１０１ではなく、ＨＤＲ画像データと
第２輝度差分データとを含むデータファイルが入力されてもよい。その場合には、デコー
ド処理部１０２と第１輝度差分データ変換部４０１は不要となる。 
【０１３５】
　第２輝度差分データ変換部４０２と画像変換部４０３により、ＨＤＲ画像データ、第２
輝度差分データ、及び、輝度レンジ値ＹＲに基づいて、表示用画像データが生成される。
　第２輝度差分データ変換部４０２は、輝度レンジ値ＹＲに基づいて第２輝度差分データ
が表すベース画像データの階調値を補正することにより、ＨＤＲ画像データの階調値と表
示用画像データの階調値との対応関係を表す補正輝度差分データを生成する。換言すれば
、第２輝度差分データ変換部４０２は、輝度レンジ値ＹＲに基づいて第２輝度差分データ
を補正輝度差分データ（変換輝度差分データ）に変換する。そして、第２輝度差分データ
変換部４０２は、変換輝度差分データ（変換トーンマップ）を出力する。
　画像変換部４０３は、第２輝度差分データ変換部４０２から出力された変換トーンマッ
プを用いてＨＤＲ画像データの階調値を表示用画像データの階調値に変換することにより
、表示用画像データを生成する。換言すれば、画像変換部４０３は、変換トーンマップを
用いてＨＤＲ画像データを表示用画像データに変換する。そして、画像変換部４０３は、
表示用画像データを出力する。 
【０１３６】
　第２輝度差分データ変換部４０２の処理についてより詳細に説明する。
　本実施例では、不図示の記憶部に、複数のルックアップテーブル（ＨＤＲ画像データの
階調値と表示用画像データの階調値との対応関係を表すルックアップテーブル）が予め記
録されている。
　そして、予め用意された複数のルックアップテーブルと、第１輝度差分データ変換部４
０２で生成されたトーンマップと、を用いて、変換トーンマップが生成される。
【０１３７】
　本実施例では、図１５に示す３つのルックアップテーブルＬＵＴ６～ＬＵＴ８が予め用
意されている場合の例を説明する。図１５には、第１輝度差分データ変換部４０２で生成
されたトーンマップＬＵＴ５も図示されている。
　本実施例では、ＬＵＴ５～８を用いて、変換トーンマップＬＵＴ９が生成される。
　なお、予め用意されるルックアップテーブルの数は３つより多くてもよい。
【０１３８】
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　輝度レンジ値ＹＲが第２の値（２５）である場合には、ＬＵＴ５と同じＬＵＴ９が生成
される。そのため、輝度レンジ値ＹＲが第２の値（２５）である場合には、ベース画像デ
ータと同じ表示用画像データが生成される。
　ＬＵＴ５と同じＬＵＴ９を用いた場合には、ＨＤＲ画像データの階調値ＨＩ＝０．００
０１は、表示用画像データの階調値ＰＩ＝０．００１に変換される。階調値ＨＩ＝１０は
、階調値ＰＩ＝１．０に変換される。そして、階調値ＨＩの増加に伴って階調値ＰＩが線
形に増加するように、階調値ＨＩが階調値ＰＩに変換される。階調値ＨＩ＝０．０００１
は、ＨＤＲ最小値であり、階調値ＨＩ＝１０は、ＨＤＲ最大値であり、表示用画像データ
の階調値の上限値である。階調値ＰＩ＝０．００１は、ベース最小値であり、階調値ＰＩ
＝１．０は、ベース最大値である。
【０１３９】
　輝度レンジ値ＹＲが１００である場合には、ＬＵＴ６と同じＬＵＴ９が生成される。
　ＬＵＴ６と同じＬＵＴ９を用いた場合には、ＨＤＲ最大値よりも小さい所定の階調値ま
で階調値ＨＩが増加したときに階調値ＰＩが上限値に達するように、階調値ＨＩの増加に
伴って階調値ＰＩが増加する。具体的には、０．０００１≦階調値ＨＩ≦１．０の階調範
囲では、階調値ＨＩの増加に伴って階調値ＰＩが０．０００１から１０（上限値）まで線
形に増加するように、階調値ＨＩが階調値ＰＩに変換される。そして、１．０≦階調値Ｈ
Ｉの階調範囲では、階調値ＨＩが階調値ＰＩ＝１０（上限値）に変換される。
【０１４０】
　輝度レンジ値ＹＲが第１の値（７５）である場合には、ＬＵＴ７と同じＬＵＴ９が生成
される。
　ＬＵＴ７と同じＬＵＴ９を用いた場合には、階調値ＨＩ＝０．０００１は、階調値ＰＩ
＝０．０００１に変換される。階調値ＨＩ＝１０は、階調値ＰＩ＝１０に変換される。そ
して、階調値ＨＩの増加に伴って階調値ＨＩが線形に増加するように、階調値ＨＩが階調
値ＰＩに変換される。即ち、ＬＵＴ７と同じＬＵＴ９を用いた場合には、階調値ＨＩは変
換されず、階調値ＰＩとして階調値ＨＩと同じ値が得られる。そのため、ＬＵＴ７と同じ
ＬＵＴ９を用いた場合には、ＨＤＲ画像データと同じ表示用画像データが生成される。
【０１４１】
　輝度レンジ値ＹＲが０である場合には、ＬＵＴ８と同じＬＵＴ９が生成される。
　ＬＵＴ８と同じＬＵＴ９を用いた場合には、階調値ＨＩ＝０．０００１は、階調値ＰＩ
＝０．０００１に変換される。階調値ＨＩ＝１０は、階調値ＰＩ＝０．１に変換される。
即ち、階調値ＨＩ＝１０に対応する階調値ＰＩとして、ベース最大値よりも小さい階調値
ＰＩが得られる。そして、階調値ＨＩの増加に伴って階調値ＰＩが線形に増加するように
、階調値ＨＩが階調値ＰＩに変換される。
【０１４２】
　ＨＤＲ最小値は、表示用画像データの階調値の下限値である可能性が高く、ＨＤＲ最大
値は、表示用画像データの階調値の上限値である可能性が高い。ベース最大値は、所定値
（１．０）である可能性が高い。そして、表示用画像データの階調値の上限値と下限値は
、予め把握することができる。そのため、それらの情報を用いることにより、ＬＵＴ６～
ＬＵＴ８を予め生成することができる。
　なお、複数のルックアップテーブル（ＨＤＲ画像データの階調値と表示用画像データの
階調値との対応関係を表すルックアップテーブル）は予め用意されていなくてもよい。例
えば、トーンマップＬＵＴ５から、ベース画像データのダイナミックレンジと、ＨＤＲ画
像データのダイナミックレンジと、が把握されてもよい。そして、ベース画像データのダ
イナミックレンジ、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジ、及び、表示用画像データの
階調値の上限値と下限値、に基づいて、複数のルックアップテーブルが生成されてもよい
。それにより、ＨＤＲ画像データのダイナミックレンジやベース画像データのダイナミッ
クレンジが変化する場合において、より好ましい複数のルックアップテーブルを生成する
ことが可能となる。
【０１４３】



(29) JP 6443857 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

　図１６を用いて、第２輝度差分データ変換部４０２の処理の流れの一例について説明す
る。図１６は、第２輝度差分データ変換部４０２の処理の流れの一例を示すフローチャー
トである。
【０１４４】
　まず、第２輝度差分データ変換部４０２が、第１の値（７５）＜輝度レンジ値ＹＲ≦１
００であるか否かを判断する（Ｓ４０２１）。即ち、輝度レンジ値ＹＲが区間３の値であ
るか否かが判断される。輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、Ｓ４０２２に処
理が進められ、輝度レンジ値ＹＲが区間３の値でない場合には、Ｓ４０２４に処理が進め
られる。
【０１４５】
　Ｓ４０２２では、第２輝度差分データ変換部４０２が、ＬＵＴ６とＬＵＴ７を選択する
。そして、Ｓ４０２３に処理が進められる。
　Ｓ４０２３では、第２輝度差分データ変換部４０２が、輝度レンジ値ＹＲに応じた重み
でＬＵＴ６とＬＵＴ７を合成することにより、ＬＵＴ９を生成する。具体的には、以下の
式８を用いてＬＵＴ９が生成される。
　　ＬＵＴ９＝
　　（（ＹＲ－７５）／２５）×ＬＵＴ６＋（（１００－ＹＲ）／２５）×ＬＵＴ７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式８）
【０１４６】
　Ｓ４０２４では、第２輝度差分データ変換部４０２が、第２の値（２５）≦輝度レンジ
値ＹＲ≦第１の値（７５）であるか否かを判断する。即ち、輝度レンジ値ＹＲが区間２の
値であるか否かが判断される。輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、Ｓ４０２
５に処理が進められ、輝度レンジ値ＹＲが区間２の値でない場合には、Ｓ４０２７に処理
が進められる。
【０１４７】
　Ｓ４０２５では、第２輝度差分データ変換部４０２が、ＬＵＴ５とＬＵＴ７を選択する
。そして、Ｓ４０２６に処理が進められる。
　Ｓ４０２６では、第２輝度差分データ変換部４０２が、輝度レンジ値ＹＲに応じた重み
でＬＵＴ５とＬＵＴ７を合成することにより、ＬＵＴ９を生成する。具体的には、以下の
式９を用いてＬＵＴ９が生成される。
　　ＬＵＴ９＝
　　（（ＹＲ－２５）／５０）×ＬＵＴ７＋（（７５－ＹＲ）／５０）×ＬＵＴ５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式９）
【０１４８】
　Ｓ４０２７では、第２輝度差分データ変換部４０２が、０≦輝度レンジ値ＹＲ＜第２の
値（２５）であると判断し、ＬＵＴ５とＬＵＴ８を選択する。即ち、Ｓ４０２７では、輝
度レンジ値ＹＲが区間１の値であると判断され、ＬＵＴ５とＬＵＴ８が選択される。そし
て、Ｓ４０２８に処理が進められる。
　Ｓ４０２８では、第２輝度差分データ変換部４０２が、輝度レンジ値ＹＲに応じた重み
でＬＵＴ５とＬＵＴ８を合成することにより、ＬＵＴ９を生成する。具体的には、以下の
式１０を用いてＬＵＴ９が生成される。
　　ＬＵＴ９＝
　　（ＹＲ／２５）×ＬＵＴ５＋（（２５－ＹＲ）／２５）×ＬＵＴ８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（式１０）
【０１４９】
　画像変換部３０２では、以下の式１１を用いて、ＨＤＲ画像データの階調値ＨＩが表示
用画像データの階調値ＰＩに変換される。式１１において、ＬＵＴ９（ｘ）のｘは、ＬＵ
Ｔ９の入力階調値である。
　　ＰＩ＝ＬＵＴ９（ＨＩ）　・・・（式１１）
【０１５０】
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　このように、本実施例では、予め用意された複数のＬＵＴと、第１輝度差分データ変換
部４０２で生成されたＬＵＴ（トーンマップ）と、の中から２つのＬＵＴ（第１ＬＵＴと
第２ＬＵＴ）が選択される。そして、輝度レンジ値ＹＲに応じた重みで第１ＬＵＴと第２
ＬＵＴを合成することにより、ＬＵＴ９（変換トーンマップ）が生成される。
　それにより、ＬＵＴ９として、第１ＬＵＴ、第２ＬＵＴ、または、中間ＬＵＴを生成す
ることができる。
【０１５１】
　輝度レンジ値ＹＲが区間１の値である場合には、以下の条件１７，１８を満たす変換ト
ーンマップが生成される。
　条件１７：ＨＤＲ最大値に対応する表示用画像データの階調値がベース最大値よりも小
さい。
　条件１８：輝度レンジ値ＹＲが小さいほどＨＤＲ最大値に対応する表示用画像データの
階調値が小さい。
【０１５２】
　輝度レンジ値ＹＲが区間２の値である場合には、以下の条件１９，２０を満たす変換ト
ーンマップが生成される。なお、輝度レンジ値ＹＲが第２の値（２５）である場合には、
第１輝度差分データ変換部４０２で生成されたトーンマップと同じ変換トーンマップが生
成される。
　条件１９：輝度レンジ値ＹＲが大きいほどＨＤＲ最大値に対応する表示用画像データの
階調値がＨＤＲ最大値に近い。
　条件２０：輝度レンジ値ＹＲが大きいほどＨＤＲ最小値に対応する表示用画像データの
階調値がＨＤＲ最小値に近い。
【０１５３】
　輝度レンジ値ＹＲが区間３の値である場合には、以下の条件２１，２２を満たす変換逆
トーンマップが生成される。
　条件２１：ＨＤＲ最大値に対応する表示用画像データの階調値がＨＤＲ最大値以上であ
る。
　条件２２：輝度レンジ値ＹＲが大きいほどＨＤＲ最大値に対応する表示用画像データの
階調値が大きい。
【０１５４】
　以上述べたように、本実施例によれば、輝度レンジ値ＹＲに応じて輝度差分データ（第
２輝度差分データ）が補正輝度差分データに補正される。そして、補正輝度差分データを
用いてＨＤＲ画像データが表示用画像データに変換される。それにより、表示用画像デー
タのダイナミックレンジを好適に調整することができる。
【０１５５】
　なお、トーンマップと複数のルックアップテーブルは、図１５に示すＬＵＴ５～８に限
らない。実施例１で述べた条件１，２が満たされれば、どのような変換特性を有するルッ
クアップテーブル（トーンマップを含む）が使用されてもよい。トーンマップと複数のル
ックアップテーブルが示す階調値ＨＩと階調値ＰＩの対応関係は、階調値ＨＩの増加に伴
って階調値ＰＩが非線形に増加する対応関係であってもよい。
　なお、第２輝度差分データの補正方法は、上述した方法に限らない。例えば、複数のＬ
ＵＴを用いずに、第２輝度差分データを輝度レンジ値ＹＲに応じた補正値で補正すること
により、補正輝度差分データが生成されてもよい。
　なお、輝度差分データは、逆トーンマップやトーンマップに限らない。例えば、輝度差
分データは輝度比率データであってもよい。
【０１５６】
　＜実施例５＞
　以下、本発明の実施例５に係る画像処理装置及び画像処理方法について説明する。
　実施例１～４では、ユーザ操作に応じて輝度レンジ値ＹＲが決定される例を説明した。
　本実施例では、ＨＤＲ画像データの明るさに応じて輝度レンジ値ＹＲを決定する例を説
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明する。
【０１５７】
　図１７は、本実施例に係る画像処理装置５００の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。
　図１７に示すように、画像処理装置５００は、デコード処理部１０２、ブレンド部１０
４、表示部１０６、オーバーホワイト検出部５０１、シーンチェンジ検出部５０２、ブレ
ンド率決定部５０３、等を有する。
　なお、図１７において、実施例１（図１）と同じ機能部及びデータには実施例１と同じ
符号を付し、その説明は省略する。
【０１５８】
　画像処理装置５００には、ＨＤＲファイル１０１が入力される。
　本実施例では、動画像データを処理する例を説明する。具体的には、動画像データのフ
レーム毎にベース画像データと輝度差分データが取得される例を説明する。また、本実施
例では、実施例１と同様に、ＨＤＲファイル１０１に含まれている輝度差分データが逆ト
ーンマップである場合の例を説明する。
　なお、輝度差分データは、動画像データのシーン毎に取得されてもよい。
　なお、画像処理装置５００には、ＨＤＲファイル１０１ではなく、ＨＤＲ画像データと
輝度差分データとを含むデータファイルが入力されてもよい。その場合には、デコード処
理部１０２は不要となる。
【０１５９】
　オーバーホワイト検出部５０１は、フレーム毎に、デコード処理部１０２から出力され
たＨＤＲ画像データの明るさに応じて、輝度レンジ値ＹＲを決定する。そして、オーバー
ホワイト検出部５０１は、輝度レンジ値ＹＲを出力する。
【０１６０】
　非常に明るい表示画像の急な表示は、ユーザの目に大きく且つ急な刺激を与えるため、
好ましくない。
　そこで、本実施例では、オーバーホワイト検出部５０１は、ＨＤＲ画像データが明るい
ほど小さい輝度レンジ値を取得する。具体的には、オーバーホワイト検出部５０１は、Ｈ
ＤＲ画像データの明るさが“非常に眩しい”、“眩しい”、“明るい”、及び、“ベース
画像データよりも明るい”のいずれであるかを判断する。そして、オーバーホワイト検出
部５０１は、ＨＤＲ画像データの明るさの判断結果に応じて、輝度レンジ値ＹＲとして０
、１、２、及び、３のいずれかを取得する。“非常に眩しい”は“眩しい”よりも明るい
ことを意味し、“眩しい”は“明るい”よりも明るいことを意味し、“明るい”は“ベー
ス画像データよりも明るい”よりも明るいことを意味する。判断結果が“非常に眩しい”
である場合にはＹＲ＝０が取得され、判断結果が“眩しい”である場合にはＹＲ＝１が取
得される。そして、判断結果が“明るい”である場合にはＹＲ＝２が取得され、判断結果
が“ベース画像データよりも明るい”である場合にはＹＲ＝３が取得される。
　なお、明るさの指標の数及び輝度レンジ値ＹＲの取り得る値の数は、４つより多くても
少なくてもよい。
【０１６１】
　シーンチェンジ検出部５０２は、ベース画像データに基づいて、ベース画像データのシ
ーンの切り替わりを検出する。具体的には、シーンチェンジ検出部５０２は、フレーム毎
に、そのフレームのベース画像データを不図示の記憶部に記録する。そして、シーンチェ
ンジ検出部５０２は、フレーム毎に、記憶部に記録されている前フレームのベース画像デ
ータと、現フレームのベース画像データと、の差分に基づいて、前フレームから現フレー
ムにかけてシーンの切り替わりが生じたか否かを判断する。現フレームは、現在のフレー
ムであり、前フレームは、現フレームの１つ前のフレームである。そして、シーンチェン
ジ検出部５０２は、シーンの切り替わりが検出された場合に、シーンチェンジ検出信号Ｓ
Ｃ＝１を出力し、シーンの切り替わりが検出されなかった場合に、シーンチェンジ検出信
号ＳＣ＝０を出力する。
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【０１６２】
　なお、シーンの切り替わりの検出方法は、上記方法に限らない。例えば、ベース画像デ
ータではなく、ＨＤＲ画像データに基づいて、ベース画像データのシーンの切り替わりが
検出されてもよい。また、シーン毎に輝度差分データが取得される場合には、輝度差分デ
ータが取得されたタイミングで、シーンの切り替わりが生じたと判断されてもよい。ＨＤ
Ｒファイル１０１にシーンの切り替わりを示すメタデータが含まれている場合には、当該
メタデータを用いてシーンの切り替わりが検出されてもよい。
【０１６３】
　ブレンド率決定部５０３は、輝度レンジ値ＹＲとシーンチェンジ検出信号ＳＣに基づい
て、ブレンド率Ｂｌｅｎｄを決定する。そして、ブレンド率決定部５０３は、ブレンド率
Ｂｌｅｎｄを出力する。
【０１６４】
　図１８を用いて、オーバーホワイト検出部５０１の処理の流れの一例について説明する
。図１８は、オーバーホワイト検出部５０１の処理の流れの一例を示すフローチャートで
ある。オーバーホワイト検出部５０１は、図１８のフローチャートをフレーム毎に繰り返
し実行する。
【０１６５】
　まず、オーバーホワイト検出部５０１が、ＨＤＲ画像データの画素のうち、オーバーホ
ワイト領域の画素の平均階調値（階調値の平均値）ＯＷａｖｅを算出する（Ｓ５０１１）
。オーバーホワイト領域の画素は、階調値ＨＩが１．０よりも大きい画素である。
　次に、オーバーホワイト検出部５０１が、ＨＤＲ画像データの画素のうち、オーバーホ
ワイト領域の画素の最大階調値（階調値の最大値）ＯＷｍａｘを検出する（Ｓ５０１２）
。
【０１６６】
　そして、オーバーホワイト検出部５０１が、平均階調値ＯＷａｖｅが閾値Ａ以上か否か
を判断する（Ｓ５０１３）。平均階調値ＯＷａｖｅが閾値Ａ以上である場合には、Ｓ５０
１４に処理が進められ、平均階調値ＯＷａｖｅが閾値Ａ未満である場合には、Ｓ５０１９
に処理が進められる。本実施例では、閾値Ａとして２が使用される。
　なお、閾値Ａは、メーカー等によって予め定められた値であってもよいし、ユーザが変
更可能な値であってもよい。
【０１６７】
　Ｓ５０１４では、オーバーホワイト検出部５０１が、最大階調値ＯＷｍａｘが閾値Ｂ１
以上であるか否かを判断する。最大階調値ＯＷｍａｘが閾値Ｂ１以上である場合には、Ｓ
５０１５に処理が進められ、最大階調値ＯＷｍａｘが閾値Ｂ１未満である場合には、Ｓ５
０１６に処理が進められる。本実施例では、閾値Ｂ１として５が使用される。
　なお、閾値Ｂ１は、メーカー等によって予め定められた値であってもよいし、ユーザが
変更可能な値であってもよい。
【０１６８】
　Ｓ５０１６では、オーバーホワイト検出部５０１が、最大階調値ＯＷｍａｘが閾値Ｂ２
以上であるか否かを判断する。最大階調値ＯＷｍａｘが閾値Ｂ２以上である場合には、Ｓ
５０１７に処理が進められ、最大階調値ＯＷｍａｘが閾値Ｂ２未満である場合には、Ｓ５
０１８に処理が進められる。本実施例では、閾値Ｂ２として３が使用される。
　なお、閾値Ｂ２は、メーカー等によって予め定められた値であってもよいし、ユーザが
変更可能な値であってもよい。
【０１６９】
　Ｓ５０１５では、オーバーホワイト検出部５０１が、ＨＤＲ画像データの明るさが“非
常に眩しい”であると判断し、輝度レンジ値ＹＲ＝０を出力する。
　Ｓ５０１７では、オーバーホワイト検出部５０１が、ＨＤＲ画像データの明るさが“眩
しい”であると判断し、輝度レンジ値ＹＲ＝１を出力する。
　Ｓ５０１８では、オーバーホワイト検出部５０１が、ＨＤＲ画像データの明るさが“明
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るい”であると判断し、輝度レンジ値ＹＲ＝２を出力する。
　Ｓ５０１９では、オーバーホワイト検出部５０１が、ＨＤＲ画像データの明るさが“ベ
ース画像データよりも明るい”であると判断し、輝度レンジ値ＹＲ＝３を出力する。
【０１７０】
　なお、輝度レンジ値ＹＲの決定方法は、上記方法に限らない。
　例えば、平均階調値ＯＷａｖｅと最大階調値ＯＷｍａｘの一方のみを用いて輝度レンジ
値ＹＲが決定されてもよい。平均階調値ＯＷａｖｅが閾値Ａ１以下の場合に輝度レンジ値
ＹＲ＝３が取得され、平均階調値ＯＷａｖｅが閾値Ａ１よりも大きく且つ閾値Ａ２以下の
場合に輝度レンジ値ＹＲ＝２が取得されてもよい。そして、平均階調値ＯＷａｖｅが閾値
Ａ２よりも大きく且つ閾値Ａ３以下の場合に輝度レンジ値ＹＲ＝１が取得され、平均階調
値ＯＷａｖｅが閾値Ａ３よりも大きい場合に輝度レンジ値ＹＲ＝０が取得されてもよい。
　また、ＨＤＲ画像データが有するオーバーホワイト領域の画素の総数に基づいて輝度レ
ンジ値ＹＲが決定されてもよい。具体的には、オーバーホワイト領域の画素の総数が多い
ほど小さい輝度レンジ値ＹＲが取得されてもよい。
【０１７１】
　図１９を用いて、ブレンド率決定部５０３の処理の流れの一例について説明する。図１
９は、ブレンド率決定部５０３の処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【０１７２】
　まず、ブレンド率決定部５０３が、シーンチェンジ検出部５０２から出力されたシーン
チェンジ検出信号ＳＣが１であるか否かを判断する（Ｓ５０３１）。シーンチェンジ検出
信号ＳＣ＝１である場合には、Ｓ５０３２に処理が進められ、シーンチェンジ検出信号Ｓ
Ｃ＝０である場合には、Ｓ５０４０に処理が進められる。
【０１７３】
　Ｓ５０３２では、ブレンド率決定部５０３が、オーバーホワイト検出部５０１から出力
された輝度レンジ値ＹＲが０であるか否かを判断する。輝度レンジ値ＹＲ＝０である場合
には、Ｓ５０３３に処理が進められ、輝度レンジ値ＹＲ＝０でない場合には、Ｓ５０３４
に処理が進められる。
　Ｓ５０３４では、ブレンド率決定部５０３が、輝度レンジ値ＹＲが１であるか否かを判
断する。輝度レンジ値ＹＲ＝１である場合には、Ｓ５０３５に処理が進められ、輝度レン
ジ値ＹＲ＝１でない場合には、Ｓ５０３６に処理が進められる。
　Ｓ５０３６では、ブレンド率決定部５０３が、輝度レンジ値ＹＲが２であるか否かを判
断する。輝度レンジ値ＹＲ＝２である場合には、Ｓ５０３７に処理が進められ、輝度レン
ジ値ＹＲ＝３である場合には、Ｓ５０３８に処理が進められる。
【０１７４】
　Ｓ５０３３では、ブレンド率決定部５０３が、ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝０％を出力する
。それにより、シーンの切り替わり直後の表示用画像データ（＝合成画像データ）として
、ベース画像データと同じ画像データが生成される。その後、Ｓ５０３９に処理が進めら
れる。
　Ｓ５０３５では、ブレンド率決定部５０３が、ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝３０％を出力す
る。それにより、シーンの切り替わり直後の表示用画像データとして、ベース画像データ
：ＨＤＲ画像データ＝３０％：７０％の重みでベース画像データとＨＤＲ画像データを重
みづけ合成した画像データが生成される。その後、Ｓ５０３９に処理が進められる。
　Ｓ５０３７では、ブレンド率決定部５０３が、ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝６０％を出力す
る。それにより、シーンの切り替わり直後の表示用画像データとして、ベース画像データ
：ＨＤＲ画像データ＝６０％：４０％の重みでベース画像データとＨＤＲ画像データを重
みづけ合成した画像データが生成される。その後、Ｓ５０３９に処理が進められる。
　Ｓ５０３８では、ブレンド率決定部５０３が、ブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝１００％を出力
する。それにより、シーンの切り替わり直後の表示用画像データ（＝合成画像データ）と
して、ＨＤＲ画像データと同じ画像データが生成される。その後、Ｓ５０３９に処理が進
められる。
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【０１７５】
　Ｓ５０３９では、ブレンド率決定部５０３が、切り替わり後のシーンのフレーム数のカ
ウント値Ｃｎｔを０にリセットする。その後、処理対象のフレームが次のフレームに切り
替えられ、Ｓ５０３１に処理が戻される。
【０１７６】
　Ｓ５０４０では、ブレンド率決定部５０３が、カウント値Ｃｎｔが閾値Ｃ以下か否かを
判断する。カウント値Ｃｎｔが閾値Ｃ以下である場合には、Ｓ５０４１に処理が進められ
、カウント値Ｃｎｔが閾値Ｃよりも大きい場合には、処理対象のフレームが次のフレーム
に切り替えられ、Ｓ５０３１に処理が戻される。本実施例では、閾値Ｃとして５０が使用
される。
　なお、閾値Ｃは、メーカー等によって予め定められた値であってもよいし、ユーザが変
更可能な値であってもよい。
【０１７７】
　Ｓ５０４１では、ブレンド率決定部５０３が、前フレームのブレンド率Ｂｌｅｎｄに加
算値Ｄを加算することにより、現フレームのブレンド率Ｂｌｅｎｄを算出する。本実施例
では、加算値Ｄとして２％が使用される。
　なお、加算値Ｄは、メーカー等によって予め定められた値であってもよいし、ユーザが
変更可能な値であってもよい。
　なお、現フレームのブレンド率Ｂｌｅｎｄの決定方法は上記方法に限らない。例えば、
前フレームのブレンド率Ｂｌｅｎｄに係数（＞１）を乗算することにより、現フレームの
ブレンド率Ｂｌｅｎｄが算出されてもよい。
【０１７８】
　次に、ブレンド率決定部５０３が、Ｓ５０４１で算出されたブレンド率Ｂｌｅｎｄが上
限値（１００％）より大きい場合に、ブレンド率Ｂｌｅｎｄを１００％に制限するリミッ
ト処理を行う（Ｓ５０４２）。そして、ブレンド率決定部５０３が、ブレンド率Ｂｌｅｎ
ｄを出力する。Ｓ５０４１で算出されたブレンド率Ｂｌｅｎｄが上限値（１００％）以下
である場合には、Ｓ５０４１で算出されたブレンド率Ｂｌｅｎｄが出力される。Ｓ５０４
１で算出されたブレンド率Ｂｌｅｎｄが上限値（１００％）より大きい場合には、ブレン
ド率Ｂｌｅｎｄ＝１００％が出力される。
【０１７９】
　そして、ブレンド率決定部５０３が、カウント値Ｃｎｔを１だけインクリメントする（
Ｓ５０４３）。その後、処理対象のフレームが次のフレームに切り替えられ、Ｓ５０３１
に処理が戻される。
【０１８０】
　本実施例では、シーンの切り替わり後にＳ５０４０～Ｓ５０４３の処理が繰り返し行わ
れる。それにより、輝度レンジ値ＹＲに基づく表示用画像データからＨＤＲ画像データと
同じ表示用画像データへ表示用画像データが徐々に変化するように、シーンの切り替わり
後の各フレームの表示用画像データが生成される。
【０１８１】
　図２０（ａ）～２０（ｅ）を用いて、本実施例に係る表示用画像データとそのダイナミ
ックレンジについてより詳細に説明する。
　図２０（ａ）～２０（ｅ）は、本実施例に係る画像データとそのダイナミックレンジ（
輝度レンジ）の一例を示す図である。図２０（ａ）～２０（ｅ）において、画像データ（
画像データが表す画像）に記載されている数字は、その数字が記載されている領域の階調
値である。
【０１８２】
　図２０（ａ）は、ＨＤＲ画像データとそのダイナミックレンジを示す。
　図２０（ｂ）は、ベース画像データとそのダイナミックレンジを示す。
　図２０（ｃ）は、シーンの切り替わり直後のフレーム（シーンチェンジフレーム）の表
示用画像データとそのダイナミックレンジを示す。
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　図２０（ｄ）は、シーンチェンジフレームから２５フレーム後のフレームの表示用画像
データとそのダイナミックレンジを示す。
　図２０（ｅ）は、シーンチェンジフレームから５０フレーム後のフレームの表示用画像
データとそのダイナミックレンジを示す。
【０１８３】
　図２０（ａ）のＨＤＲ画像データを使用した場合、図１８のＳ５０１１において平均階
調値ＯＷａｖｅ＝５が算出され、図１８のＳ５０１２において最大階調値ＯＷｍａｘ＝５
が算出される。その結果、ＨＤＲ画像データの明るさが“非常に眩しい”であると判断さ
れ、輝度レンジ値ＹＲ＝０が設定される。
　シーンの切り替わり直後のＨＤＲ画像データとして図２０（ａ）のＨＤＲ画像データが
取得された場合、図１９のＳ５０３３においてブレンド率Ｂｌｅｎｄ＝０％が設定される
。その結果、図２０（ｃ）に示すように、シーンの切り替わり直後の表示用画像データと
して、ベース画像データと同じ画像データが生成される。
【０１８４】
　その後、Ｓ５０４０～Ｓ５０４３の処理が繰り返し行われることにより、ブレンド率Ｂ
ｌｅｎｄが徐々に増加する。その結果、図２０（ｃ）～２０（ｅ）に示すように、表示用
画像データのダイナミックレンジがＨＤＲ画像データのダイナミックレンジまで徐々に拡
大される。
　例えば、シーンチェンジフレームから２５フレーム後のフレームでは、ブレンド率Ｂｌ
ｅｎｄ＝５０％を使用して表示用画像データが生成される。それにより、ベース画像デー
タ：ＨＤＲ画像データ＝５０％：５０％の重みでベース画像データとＨＤＲ画像データを
重みづけ合成した表示用画像データが生成される。その結果、図２０（ｃ）に示すように
、表示用画像データのダイナミックレンジの最小階調値として、ベース画像データのダイ
ナミックレンジの最小階調値にＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最小階調値を加
算した値の１／２の値が設定される。そして、図２０（ｃ）に示すように、表示用画像デ
ータのダイナミックレンジの最大階調値として、ベース画像データのダイナミックレンジ
の最大階調値にＨＤＲ画像データのダイナミックレンジの最大階調値を加算した値の１／
２の値が設定される。
　また、シーンチェンジフレームから５０フレーム後のフレームでは、ブレンド率Ｂｌｅ
ｎｄ＝１００％を使用して表示用画像データが生成される。それにより、図２０（ｅ）に
示すように、表示用画像データとして、ＨＤＲ画像データと同じ画像データが生成される
。
【０１８５】
　図２０（ｃ）～２０（ｅ）の例では、輝度レンジ値ＹＲ＝０が設定されるため、５０フ
レームかけて表示用画像データのダイナミックレンジがＨＤＲ画像データのダイナミック
レンジまで徐々に拡大される。
　輝度レンジ値ＹＲ＝１の場合には、３５フレームかけて表示用画像データのダイナミッ
クレンジがＨＤＲ画像データのダイナミックレンジまで徐々に拡大される。
　輝度レンジ値ＹＲ＝２の場合には、２０フレームかけて表示用画像データのダイナミッ
クレンジがＨＤＲ画像データのダイナミックレンジまで徐々に拡大される。
　輝度レンジ値ＹＲ＝３の場合には、シーンの切り替わり直後のフレームの表示用画像デ
ータとして、ＨＤＲ画像データと同じ画像データが生成される。
【０１８６】
　以上述べたように、本実施例によれば、シーンの切り替わり直後に、ＨＤＲ画像データ
が明るいほど小さい輝度レンジ値ＹＲに基づいて表示用画像データが生成される。そして
、輝度レンジ値ＹＲに基づく表示用画像データからＨＤＲ画像データと同じ表示用画像デ
ータへ表示用画像データが徐々に変化するように、シーンの切り替わり後の各フレームの
表示用画像データが生成される。それにより、表示用画像データのダイナミックレンジを
好適に調整することができる。具体的には、急激に変化しないようにダイナミックレンジ
を調整することができる。その結果、ユーザの目に大きく且つ急な刺激を与えることなく
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、ダイナミックレンジが広い表示画像をユーザに見せることができる。
【０１８７】
　なお、本実施例では、フレーム毎に輝度レンジ値ＹＲを取得する例を説明したが、これ
に限らない。例えば、シーンの切り替わり直後のフレームに対してのみ、輝度レンジ値Ｙ
Ｒが取得されてもよい。
　なお、シーンの切り替わりを検出し、輝度レンジ値ＹＲに基づく表示用画像データから
ＨＤＲ画像データと同じ表示用画像データへ表示用画像データを徐々に変更する処理は、
行われなくてもよい。ＨＤＲ画像データが明るいほど小さい輝度レンジ値ＹＲに基づいて
表示用画像データが生成されれば、急激に変化しないようにダイナミックレンジを調整す
ることができる。その結果、ユーザの目に大きく且つ急な刺激が与えられることを抑制す
ることができる。
　なお、輝度差分データは、逆トーンマップに限らない。例えば、輝度差分データは輝度
比率データであってもよい。
　なお、輝度レンジ値ＹＲに基づく表示用画像データの生成方法は、上記方法に限らない
。例えば、実施例１～４で述べた方法で表示用画像データが生成されてもよい。
【０１８８】
　＜実施例６＞
　以下、本発明の実施例６に係る画像処理装置及び画像処理方法について説明する。
　実施例１～５では、画像処理装置にＨＤＲファイルが入力される例を説明した。
　本実施例では、画像処理装置にＨＤＲファイルが入力されず、画像処理装置にＨＤＲ画
像データが入力される例を説明する。
【０１８９】
　図２１は、本実施例に係る画像処理装置６００の機能構成の一例を示すブロック図であ
る。図２１に示すように、実施例６における画像処理装置６００は、調整値処理部１０３
、ブレンド部１０４、ゲイン調整部１０５、表示部１０６、ベース画像生成部６０２、等
を有する。
　なお、図２１において、実施例１（図１）と同じ機能部及びデータには実施例１と同じ
符号を付し、その説明は省略する。
　画像処理装置６００には、ＨＤＲ画像データ６０１と輝度レンジ値ＹＲが入力される。
【０１９０】
　ベース画像生成部６０２は、ＨＤＲ画像データ６０１に基づいて、ベース画像データを
生成する。換言すれば、ベース画像生成部６０２は、ＨＤＲ画像データ６０１をベース画
像データに変換する。
　図２２は、ベース画像生成部６０２の機能構成の一例を示すブロック図である。図２２
に示すように、ベース画像生成部６０２は、トーンマップ生成部６０２１、画像変換部６
０２２、等を有する。
【０１９１】
　トーンマップ生成部６０２１は、ＨＤＲ画像データ６０１に基づいて、ＨＤＲ画像デー
タの階調値とベース画像データの階調値との対応関係を表す輝度差分データを生成する。
本実施例では、ＨＤＲ画像データの階調値をベース画像データの階調値に変換するトーン
マップが生成される。
　まず、トーンマップ生成部６０２１は、ＨＤＲ画像データ６０１から、各階調値の画素
数を表す階調ヒストグラムを生成する。
　次に、トーンマップ生成部６０２１は、階調ヒストグラムの度数を低階調側から累積加
算することにより、累積ヒストグラムを生成する。
　そして、トーンマップ生成部６０２１は、累積ヒストグラムの度数の最小値がベース最
小値に一致し、且つ、累積ヒストグラムの度数の最大値がベース最大値に一致するように
、累積ヒストグラムの度数を正規化する。この正規化により、累積ヒストグラムの度数が
ベース画像データの階調値に変換される。それにより、ＨＤＲ画像データをベース画像デ
ータに変換するトーンマップが生成される。
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　なお、ベース最小値とベース最大値は、不図示の制御部から取得される。
【０１９２】
　画像変換部６０２２は、トーンマップ生成部６０２１で生成されたトーンマップを用い
て、ＨＤＲ画像データ６０１をベース画像データに変換する。
【０１９３】
　以上述べたように、本実施例によれば、ＨＤＲ画像データに基づいて、輝度差分データ
とベース画像データが生成される。それにより、画像処理装置にＨＤＲファイルが入力さ
れず、画像処理装置にＨＤＲ画像データのみが入力された場合であっても、表示用画像デ
ータを生成する生成処理として、実施例１～５で述べた処理と同じ処理が実行可能となる
。即ち、ＨＤＲ画像データ、ベース画像データ、及び、輝度差分データのうちの少なくと
も２つ以上のデータに基づいて表示用画像データを生成することが可能となる。
【０１９４】
　なお、本実施例では、ＨＤＲ画像データに基づいて輝度差分データが生成される例を説
明したが、これに限らない。例えば、輝度差分データが記憶部に予め記録されていてもよ
い。
　また、本実施例では、累積ヒストグラムの度数の最小値と最大値から、ＨＤＲ画像デー
タをベース画像データに変換するトーンマップが生成される例を説明したが、これに限ら
ない。例えば、ユーザが入力した任意の設定値に応じてトーンマップが生成されてもよい
。具体的には、「コントラスト：高」という設定値が設定されている場合に、ベース画像
データよりもコントラストが高い（明と暗の差が大きい）画像データにＨＤＲ画像データ
を変換するトーンマップが生成されてもよい。そして、「コントラスト：低」という設定
値が設定されている場合に、ベース画像データよりもコントラストが低い（明と暗の差が
小さい）画像データにＨＤＲ画像データを変換するトーンマップが生成されてもよい。
【０１９５】
　＜その他の実施例＞
　記憶装置に記録されたプログラムを読み込み実行することで前述した実施例の機能を実
現するシステムや装置のコンピュータ（又はＣＰＵ、ＭＰＵ等のデバイス）によっても、
本発明を実施することができる。また、例えば、記憶装置に記録されたプログラムを読み
込み実行することで前述した実施例の機能を実現するシステムや装置のコンピュータによ
って実行されるステップからなる方法によっても、本発明を実施することができる。この
目的のために、上記プログラムは、例えば、ネットワークを通じて、又は、上記記憶装置
となり得る様々なタイプの記録媒体（つまり、非一時的にデータを保持するコンピュータ
読取可能な記録媒体）から、上記コンピュータに提供される。したがって、上記コンピュ
ータ（ＣＰＵ、ＭＰＵ等のデバイスを含む）、上記方法、上記プログラム（プログラムコ
ード、プログラムプロダクトを含む）、上記プログラムを非一時的に保持するコンピュー
タ読取可能な記録媒体は、いずれも本発明の範疇に含まれる。
【符号の説明】
【０１９６】
　１００，３００，４００，５００，６００：画像処理装置
　１０３：調整値処理部　１０４：ブレンド部　１０５：ゲイン調整部
　３０１：輝度差分データ変換部　３０２：画像変換部
　４０２：第２輝度差分データ変換部　４０３：画像変換部
　５０１：オーバーホワイト検出部　５０３：ブレンド率決定部
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